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は

じ

め

に

韓

国

出

土

の

木

簡

に

つ

ψゝ

て

韓
国
に
お
い
て
初
め
て
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
と
報
じ
ら
れ
た
の
は
、　
一
九
七

五
年
四
月
二
〇
日
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と
月
前
か
ら
は
じ
め
ら
れ
て
い
た

新
羅
時
代
の
王
都

（慶
州
）
の
宮
苑
池

・
雁
鴨
池
の
発
掘
調
査

（韓
国
文
化
財
研

究
所
慶
州
古
蹟
発
掘
調
査
団
）
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
調
査
を
通
じ
て
合
計

五

一
点
の
本
簡
が
採
集
さ
れ
０
．
こ
れ
以
後
、
現
在

（
一
九
九
七
年
）
ま
で
韓

国
国
内
で
確
認
さ
れ
て
い
る
木
簡
は
、
約

一
二
〇
点
で
あ
る
。
そ
の
数
は
、
い

ま
だ
に
決
し
て
多
く
は
な
い
が
、
出
土
地
は
新
羅
や
百
済
の
王
都
に
は
じ
ま
り
、

近
年
は
地
方
の
山
城
へ
と
広
が
り
を
み
せ
て
お
り
、
人
〇
年
代
後
半
か
ら
は
毎

年
の
よ
う
に
木
簡
の
出
土
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
出
土
し
て
い
る
韓
国
の
木
簡
の
概
要
と
と
も
に
、
昨

年
度

（
一
九
九
六
年
）
の
木
簡
学
会
研
究
集
会
に
お
け
る
報
告
を
契
機
に
寄
せ

ら
れ
た
諸
先
学
の
ご
教
示
を
ふ
ま
え
、
韓
日
出
土
木
簡
の
性
格
に
つ
い
て
可
能

な
限
り
網
羅
的
に
記
す
こ
と
に
し
た
い
。

李

成

市

一　

出
土
木
簡
の
概
況

①
雁
鴨
池
出
土
木
簡

最
初
に
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
雁
鴨
池
は
、
新
羅
の
王
都
で
あ
っ
た
慶
州
の
ほ

ぼ
中
心
に
位
置
し
て
い
る

（慶
州
市
仁
旺
洞
・
図
１
）。
こ
の
す
ぐ
西
南
に
隣
接

す
る
三
日
月
状
の
マ
ウ
ン
ド
は
月
城
と
呼
ば
れ
、
五
世
紀
末
か
ら
新
羅
滅
亡

（九
三
五
年
）
ま
で
王
宮
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
初
熊
図
２
に
掲
げ
た
雁

鴨
池
と
そ
の
付
近
の
平
面
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
今
日
で
は
、
こ
の
辺
り
に

は
護
岸
工
事
を
施
し
た
池
と
宮
殿
を
も
つ
一
大
施
設
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。

池
内
部
の
調
査
は
、　
一
九
七
五
年
三
月
二
四
日
か
ら
翌
年
三
月
二
五
日
ま
で

な
さ
れ
た
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
木
簡
は
池
の
周
辺
建
物
群
の
第
四
建
物
址

か
ら
第
五
建
物
址
に
至
る
護
岸
肩
築
下
の
泥
土
層
か
ら
集
中
的
に
出
土
し
、
合

わ
せ
て
五

一
点
の
多
様
な
形
態
を
し
た
木
衝
が
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
雁
鴨
池
か
ら
は
木
簡
の
ほ
か
に
、
銘
の
入
っ
た
瓦
埠
や
鍵
、
墨
書
土
器



9      590m

編滋脚デ

図 1 慶州中心部の王京関係遺跡図
(『韓国の吉代遺跡 1新羅篇』より)

図 2 雁鴨池周辺の建物址配置図
(『雁鴨池』テウォン社、 ソウル、1989年 より)
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な
ど
が
多
狂
出
土
し
て
お
崎
）
こ
れ
ら
の
文
字
史
料
に
よ
っ
て
、
雁
鴨
池
付
近

に
東
宮
の
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
動
か
し
が
た
い
も
の
と
な
っ
た
。

②
扶
餘
官
北
里
蓮
池
出
土
木
簡

雁
鴨
池
で
の
木
簡
発
見
か
ら
八
年
後
の
一
九
人
三
年
に
、
扶
余
の
官
北
里
で

（４
）

二
点
の
木
簡
が
忠
南
大
学
校
博
物
館
の
発
掘
調
査
で
発
見
さ
れ
た

（図
３
）
。

周
知
の
よ
う
に
、
百
済
の
都
は
、
ま
ず
現
在
の
ソ
ウ
ル
の
漢
城
か
ら
、
公
州

の
熊
津
城

へ
、
そ
し
て
扶
餘
の
酒
洸
城
へ
と
、
三
度
に
わ
た
り
都
を
移
し
て
い

る
。
そ
の
百
済
最
後
の
都

・
涸
洗
城
は
、
白
馬
江
と
羅
城
で
囲
ま
れ
て
お
り
、

そ
の
北
端
に
扶
蘇
山
城
が
あ

っ
て
、
南
麓
の
官
北
里

（推
定
百
済
王
宮
地
域
）
遺

跡
の
二
次
に
わ
た
る
調
査
が
実
施
さ
れ
、
遺
跡
内
の
蓮
池
址
か
ら
二
点
の
木
簡

が
発
見
さ
れ
た
。
蓮
池
は
、
王
宮
内
の
施
設
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
木
簡
は
蓮

池
の
底
部
か
ら
出
土
し
た
。

二
点
の
木
簡
は
、
共
に
ほ
ぼ
長
さ
二
〇
帥
、
幅
四
伽
で
あ
り
、
そ
の
う
ち

一

点
の

一
面
に
の
み
、
三
行
に
わ
た
る
墨
痕
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
実
測
図
に
は

木
簡
の
右
端
の

一
行
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
に
確
か
に
文
字
の
痕
跡
が

認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
現
在
で
は
、
そ
れ
ら
の
釈
読
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
木
簡
は
報
告
書
の
実
測
図
に
は
記
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
厚

さ
四
鰤
程
の
側
面
に
は
等
間
隔
に
日
盛
り
の
よ
う
な
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。

も
う

一
点
の
木
簡
に
は
、
墨
痕
は
全
く
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
実
測
図
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
上
端
部
両
側
面
に
Ｖ
字
形
の
切
り
込
み
が
入
っ
て
お
り
、

こ
の
点
は
前
者
の
木
簡
と
異
な
る
。
こ
れ
ら
二
点
の
木
簡
の
性
格
は
全
く
明
ら
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韓国出上の木簡について

図 3 扶余官北里蓮池 出上の木簡実預1図
(『扶余官北里百済遺蹟発掘報告 I』

忠南大学校博物館・忠清南道庁、大田、1985年 より)
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か
に
で
き
な
い
が
、
新
羅
の
王
都
に
次
い
で
百
済
の
王
都
か
ら
も
木
簡
が
出
土

し
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
以
後
、
木
簡
の
発
見
に
期
待
が
よ
せ
ら
れ
る
よ
う
に

な

っ
た
。

③
慶
州
月
城
核
字
出
土
木
簡

百
済
の
推
定
王
宮
址
で
木
簡
が
出
土
し
た
翌
年
に
は
、
新
羅
の
王
宮
所
在
地

と
推
定
さ
れ
る
慶
州

。
月
城
付
近
か
ら
木
簡

一
点
が
発
見
さ
れ
た
。
出
土
地
は
、

月
城
西
北
の
門
址
か
ら
鶏
林

。
贈
星
台

へ
の
通
路
を
出
た
東
側

（夕
４
８
０
地

域
Ｎ
２
０
ト
レ
ン
チ
）
で
あ
り
、
木
簡
は
、
現
地
表
か
ら

一
九
〇

ｃｍ
下
の
泥
土
層

よ
り
出
土
し
た
。
こ
こ
は
月
城
に
め
ぐ
ら
さ
れ
た
周
濠

（咳
字
）
で
あ
り
、　
一

九
人
四
年
九
月
二
五
日
か
ら
翌
年
二
月
二
人
日
ま
で
試
掘
調
査
が
な
さ
れ
情
¨

出
土
し
た
木
簡
に
は
、
下
端
部
両
側
面
に
Ｖ
字
形
の
切
り
込
み
が
入

っ
て
お

り

（縦

一
四
・
八
ｃｍ
、
幅
三
二
ハ
Ｊ
、
五
文
字
の
墨
痕
が
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ

る
。
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、

□
字
老
作
乙

と
釈
読
さ
れ
て
い
続
¨
文
字
数
も
少
な
く
、
き
わ
め
て
難
解
な
こ
の
本
簡
に
つ

い
て
、
具
体
的
な
解
釈
は
い
ま
だ
に
試
み
ら
れ
て
い
な
い
。

④
慶
州
月
城
咳
宇
出
土
木
簡

月
城
西
北
付
近

一
帯
は
、
こ
れ
ま
で
も
官
衡
街
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
定
さ
れ
て
き
た
。
は
た
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
の
結
果
、
整
然
と
し

た
建
物
群
の
遺
構
が
発
見
さ
れ
注
目
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
な
か
で
、　
一
九
八
五
年
九
月
五
日
か
ら
本
格
的
に
な
さ
れ
た
月
城

核
字
夕
地
域
で
の
調
査
の
結
果

（調
査
は
現
在
も
継
続
中
で
あ
る
が
、
木
簡
の
出
土

は

一
九
八
九
年
度
ま
で
の
調
査
に
よ
る
）
、
木
簡
を
含
め
た
木
製
品
が
泥
土
層
か
ら

約
三
〇
点
出
土
し
た
。
こ
れ
ら
の
木
簡
は
、
同
時
に
出
土
し
た
遺
物
か
ら
、
七

世
紀
前
半
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
行
呼

そ
れ
ら
の
中
に
は

「第
人
巷
…
」
と
書
き
起
こ
さ
れ
た
木
簡
が
あ
り
、
新
羅

都
城
制
と
関
連
す
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
続
．
約
三
〇
点
の
木
簡
に
つ
い

て
は
、
未
発
表
で
あ
る
が
、
『
月
城
咳
字
発
掘
報
告
書
Ⅱ
』
で
の
収
録
が
予
定

さ
れ
て
い
る
。

⑤
二
聖
山
城
貯
水
池
出
土
木
簡

ソ
ウ
ル
西
方
に
あ
る
二
聖
山
城

全
爪
畿
道
河
南
市
春
宮
洞
）
は
、
か
ね
て
よ
り

多
く
の
論
者
に
よ

っ
て
百
済
建
国
に
関
わ
る
地
域
、
な
い
し
重
要
拠
点

（王

宮
）
と
目
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
推
測
を
裏
づ
け
る
べ
く
、　
一
九
八
六
年
八

月

一
三
日
よ
り
漠
陽
大
学
博
物
館
に
よ
っ
て
発
掘
調
査
が
な
さ
れ
た

（ｔ
〓

一

月
一
四
日
）。

と
こ
ろ
が
、
予
想
に
反
し
て
こ
れ
ま
で
の
四
次
に
わ
た
る
発
掘
調
査
で
も
百

済
の
遺
物
は
出
土
せ
ず
、　
一
九
九
〇
年
四
月

一
三
日
か
ら
七
月

一
五
日
ま
で
実

施
さ
れ
た
第
三
次
調
査
に
は
、
城
内
の
東
南
の
谷
部
に
あ
る
貯
水
池
か
ら
新
羅

時
代
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る

一
二
点
の
木
簡
が
出
土
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

二
聖
山
城
は
新
羅
に
よ
っ
て
築
造
さ
れ
た
山
城
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

（９
）
た

。木
簡
が
出
土
し
た
城
内
の
貯
水
池
は
、
三
度
に
わ
た

っ
て
築
造
さ
れ
た
も
の
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で
あ
っ
て
、
ま
ず
、
城
内
に
流
れ
る
渓
谷
を
楕
円
形
に
掘
り
、
そ
の
下
側
に
城

壁
で
せ
き
止
め
た
池

（
一
次
貯
水
池
　
横
五
四
ｍ
、
縦
三
〇
ｍ
、
深
さ
四
。
二
ｍ
）

が
作
ら
れ
、
こ
の

一
次
貯
水
池
が
埋
ま
っ
た
後
に
、
堆
積
層
を
掘
り
、
改
め
て

そ
の
内
側
に
長
方
形
に
石
築
し
た
の
が
二
次
貯
水
池

（横
一
一七
ｍ
、
縦
一
六
ｍ
、

深
さ
ニ
ー
ニ
・
五
ｍ
）
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

出
土
し
た
木
簡
は
、　
一
次
貯
水
池
か
ら

一
点
、
二
次
貯
水
池
か
ら

一
一
点
の

合
わ
せ
て

一
二
点
で
あ
り
、
そ
の
形
態
は
直
方
体
、
円
柱
状
の
も
の
や
、
上
下

両
端
に
Ｖ
字
形
の
切
り
込
み
が
入
っ
た
も
の
、
上
端
部
に
切
り
込
み
の
入
っ
た

も
の
な
ど
多
様
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
墨
書
の
痕
跡
が
あ
る
も
の
は
四
点
で
あ

っ
て
、
そ
の
う
ち
の

一
占
〔
盆

次
貯
水
池
出
土
）
は
、
二
〇
字
以
上
の
釈
読
が
可

能
で
あ
る
。
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
点
で
は
前
例
の
な
い
、
ま
と
ま

っ
た
内
容
を
示
す
木
簡
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。

⑥
二
聖
山
城
二
次
貯
水
池
出
土
木
簡

ひ
き
つ
づ
き
実
施
さ
れ
た
二
聖
山
城
の
四
次
調
査

（
一
九
九
一
年
九
月
一
二
日

―
一
一
月
一
四
日
）
に
お
い
て
、
二
次
貯
水
池
か
ら
九
点
の
木
簡
が
出
上
し
た
。

こ
の
う
ち
五
点
は
、
東
南
側
の
底
部
泥
土
層
か
ら
出
土
し
た
短
顎
壺
の
中
に
入

（１０
）

っ
て
い
た
。
そ
の
他
に
、
二
点
は
南
西
側
の
泥
土
層
か
ら
、　
一
点
は
南
西
側
底

部
か
ら
、
さ
ら
に

一
点
は
北
堤
の
Ｕ
字
形
遺
構
の
中
か
ら
各
々
出
土
し
た
。

切
り
込
み
の
入

っ
た
木
簡
に
つ
い
て
は
、
そ
の
形
態
や
大
き
さ
な
ど
、
第
三

次
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
も
の
に
類
似
し
て
い
る
。
九
点
の
う
ち
墨
書
が
あ
る

の
は
二
点
の
み
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
下
端
部
に
Ｖ
字
形
の
切
り
込
み
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
二
点
の
墨
書
に
つ
い
て
は
赤
外
線
撮
影
が
試
み
ら
れ
て
お
り
、
「鳥
」

「邑
」
ら
し
き
文
字
が
認
め
ら
れ
る
が
、
報
告
書
に
お
い
て
は
具
体
的
な
釈
文

は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

⑦
成
安
城
山
山
城
出
土
木
簡

昌
原
文
化
財
研
究
所
で
は
、
慶
尚
南
道
成
安
郡
加
耶
邑
広
井
里
に
あ
る
城
山

山
城

（周
囲
約

一
・
四
ｋｎ
）
の
調
査
を

一
九
九

一
年
か
ら

一
九
九
四
年
ま
で
四
次

に
わ
た

っ
て
行

っ
た
が
、
第
二
次
調
査

（
一
九
九
二
年
四
月

一
六
日
―
七
月
二
一

日
）
に
お
い
て
、
推
定
東
門
址
付
近
の
泥
土
層
よ
り
異
形
木
製
品
を
含
め
て
約

二
〇
点
の
木
簡
、
木
製
品
を
確
認
し
た
。

詳
細
な
調
査
報
告
書
は
未
刊
で
あ
る
が
、
略
報
に
よ
れ
ば
、
木
簡
が
確
認
さ

れ
た
付
近
に
は
、
排
水
路
も
確
認
さ
れ
て
お
り
、
東
門
址
内
部
に
は
大
き
な
池

が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
続
」
木
簡
が
出
土
し
た
泥
土
層
は
、
表

土
か
ら
約
三
ｍ
程
度
下
の
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
、
銘
文
木
簡
、
梶
棒

形
木
製
品
、
三
日
月
型
木
製
品
な
ど
、
様
々
な
形
の
木
製
品
が
出
土
し
て
い
る
。

そ
の
他
に
多
く
の
土
器
片
が
部
分
的
に
出
上
し
て
お
り
、
印
花
紋
が
刻
ま
れ
た

薄
い
土
器
片
、
偏
瓶
、
高
杯
蓋
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
木
製

品
の
製
造
過
程
で
破
棄
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
木
片
が
多
量
に
み
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
付
近
に
木
材
を
調
整
す
る
作
業
場
が
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
出
土
し
た
木
簡
に
つ
い
て
の
詳
細
は
今
後
の
調
査
報
告

に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
加
耶
地
域
か
ら
も
木
簡
が
出
土
し
た
点
や
、

山
城
か
ら
多
く
の
本
簡
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
、
二
聖
山
城
木
簡
と
も
関
わ

っ



図 5 成安城山山城出土木簡
(注&け書『年報』より)

図4 慶州皇南洞出土木簡、滑石製印章 (注 tり書より)

て
、
古
代
朝
鮮
の
山
城
の
性
格
や
機
能
を
検
討
す
る
上
で
も
重
要
な
意
味
を
も

つ
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

③
慶
州
皇
南
洞
三
七
六
遺
跡
出
土
木
簡

東
国
大
学
校
慶
州
キ
ャ
ン
パ
ス
博
物
館
で
は
、
慶
州
市
皇
南
洞
三
七
六
番
地

に
お
け
る
居
住
者
の
新
築
申
請
に
と
も
な
う
発
掘
調
査
を
行
い

（
一
九
九
四
年

三
月
二
八
日
―
五
月
二
人
日
）、
こ
れ
に
よ
っ
て
ガ
ラ
ス
や
銅
の
工
房
址
と
推
定

さ
れ
る
遺
構
と
と
も
に
二
点
の
木
簡
を
確
認
し
た
。　
一
点
は
下
部
を
欠
失
し
て

お
り

（縦
一
七
・
五
ｃｍ
、
幅
二
伽
、
厚
さ
○
上
ハ
せ
、
も
う

一
点
は
、
三
分
し
た

状
態
で
出
上
し
た
。
書
外
は
隷
書
体
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
韓
国
に
お
い
て
出
土

し
た
木
簡
の
中
で
も
最
も
抜
き
ん
で
て
い
る
と
評
さ
れ
て
い
る
。

遺
跡
は
二

・
五
ｍ
の
厚
い
堆
積
層
が
四
つ
の
層
位
か
ら
な
り
、
木
簡
が
出
土

し
た
第
二
層
は
人
世
紀
前
半
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
調
査
報
告
書
は
未
刊
で
あ

る
が
、
そ
の
う
ち

一
点
は
、　
一
九
九
七
年

一
月
に
釜
山
市
立
博
物
館
福
泉
分
館

で
開
催
さ
れ
た

「特
別
展
　
迫退
物
に
刻
ま
れ
た
古
代
の
文
字
」
に
、
滑
石
製
の

印
章
と
と
も
に
展
示
さ
れ
れ
熊
閲
覧
を
通
し
て
え
た
筆
者
の
釈
文
を
示
せ
ば
次

の
通
り
で
あ
る
。

・
五
月
十
六
日
椋
食
□
内
之
下
椋
有
日

・
仲
椋
食
有
廿
二
石

当
該
地
は
月
城
の
西
方
に
あ

っ
て
、
皇
南
洞
古
墳
群
の
南
、
財
買
井

（推
定

金
庚
信
宅
）
の
北
に
位
置
し
て
お
り
、
出
上
し
た
ガ
ラ
ス

（一
百
一
、
銅

（八
占
一

を
と
か
し
た
対
蝸
、
石
錘

（五
点
）、
砥
石
、
鉄
釜
な
ど
の
遺
物
か
ら
、
こ
こ
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は
ガ
ラ
ス
、
銅
工
房
址
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
木

簡
に
は

「下
椋
」
「仲
椋
」
と
い
っ
た
倉
庫
と
関
連
す
る
字
幅
〆
み
ら
れ
る
と

こ
ろ
か
ら
、
工
房
址
は
国
家
ま
た
は
官
に
所
属
し
た
施
設
で
、
こ
こ
で
製
作
さ

れ
た
ガ
ラ
ス
、
銅
製
品
は
、
新
羅
の
官
庁
や
国
家
に
供
給
さ
れ
た
可
能
性
が
示

（・４
）

唆
さ
れ
て
い
る
。

木
簡
が
人
世
紀
前
半
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
統

一
期
新
羅
の
財
政
と
収

蔵
施
設
に
関
す
る
貴
重
な

一
次
史
料
と
な
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
関
係
史

料
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
不
明
な
点
が
あ
ま
り
に
も
多
い
が
、
雁
鴨
池
出
上
の
土

製
硯

（外
底
）
に
墨
書
さ
れ
た

「椋
司
」
と
と
も
に
、
新
羅
の
出
納
官
司
と
保

管
官
司
の
関
係
な
ど
、
今
後
の
検
討
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

③
扶
余
宮
南
池
出
土
木
簡

扶
余
文
化
財
研
究
所
で
は
、　
一
九
九
五
年
五
月
三
日
か
ら
六
月
二
四
日
ま
で

五
〇
日
間
、
忠
清
南
道
扶
余
郡
扶
余
邑
宮
南
里
に
あ
る
涸
洸
時
代
の
百
済
の
宮

苑
遺
跡
を
発
掘
し
、
ト
レ
ン
チ
調
査

（
一
部
遺
構
確
認
調
査
）
の
結
果
、
百
済
時

代
の
水
路
お
よ
び
木
造
施
設
物
と
と
も
に
木
簡
を
確
認
し
た
。
出
土
し
た
木
簡

は
、
長
さ
三
五
伽
、
幅
四

・
五
伽
、
厚
さ

一
伽
程
度
で
、
上
端
か
ら
五
帥
の
と

こ
ろ
に
〇

・
四
伽
の
穿
孔
が
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
遺
構
と
木
簡
の
概
要
は
、

発
掘
担
当
者
に
よ
っ
て
す
で
に
公
に
さ
れ
て
い
続
」
そ
れ
に
よ
っ
て
木
簡
の
釈

文
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

。
西
Ｆ
後
巷
巳
達
巳
斯
Ｆ
　
依
活
□
□
ロ
ロ

錦
人
中
口
四
　
下
口
二
　
　
邁
羅
城
法
利
源
水
田
五
形

・
西
Ｆ
中
口
園

現
在
の
と
こ
ろ
木
簡
の
時
期
を
限
定
す
る
手
が
か
り
は
、
い
た
っ
て
乏
し
い

が
、
こ
の
木
簡
に
よ
っ
て
、
『隋
書
』
百
済
伝
に
記
さ
れ
た
王
京
内
の
行
政
区

域
の
名
称

（「西
部
後
巷
」
「中
部
し

を
は
じ
め
、
人
名

（「巳
達
巳
斯
し
、
百
済

に
お
け
る
社
会
的
存
在
様
態
を
示
す
用
語

令
錦
人
」
「中
口
」
「下
口
影
、
地
方

の
城
名

（「邁
羅
城
し

な
ど
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今
後
に
引
き
続

き
予
定
さ
れ
て
い
る
宮
南
池
の
全
面
的
な
発
掘
調
査
と
と
も
に
、
こ
の
木
簡
の

内
容
に
関
す
る
本
格
的
な
検
討
が
期
待
さ
れ
る
。

以
上
、
現
在
ま
で
に
確
認
さ
れ
て
い
る
韓
国
の
木
簡
は
、
七
ヶ
所

・
九
件
か

ら
出
土
し
た
約

一
二
〇
点
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

出
土
し
た
地
域
か
ら
み
る
と
、
新
羅
の
王
都
で
あ
っ
た
慶
州
で
三
ヶ
所

・
四

作
、
そ
し
て
百
済
の
王
都
で
あ
っ
た
扶
餘
で
二
ヶ
所

・
三
件
で
あ
り
、
さ
ら
に

新
羅
が
地
方
に
築
い
た
山
城
か
ら

一
ヶ
所
二
件
、
加
耶
地
方
の
山
城
か
ら

一
ヶ

所

。
一
件
、
各
々
木
簡
の
出
上
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
木
簡
の
出
土
地

は
、
古
代
朝
鮮
に
お
け
る
主
要
な
政
治
拠
点
を
網
羅
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
つヽ
。

本
稿
で
は
、
す
で
に
基
礎
的
研
究
が
進
め
ら
れ

一
定
の
成
果
を
挙
げ
て
い
る

雁
鴨
池
出
土
の
本
簡
と
、
二
聖
山
城
出
土
木
街
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に

し
て
、
こ
れ
ら
の
新
羅
木
簡
の
性
格
と
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
や
や
詳
し
く
述

べ
る
こ
と
に
し
た
い
。



一
一　
雁
鴨
池
木
簡

１
　
雁
鴨
池
発
掘
調
査
の
概
要

既
述
の
よ
う
に
雁
鴨
池
は
、
新
羅
時
代
の
王
宮
推
定
地

・
月
城
の
東
北
に
隣

接
し
た
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
。
写
一国
史
記
』
新
羅
本
紀

・
文
武
王

一
四

年

全
ハ七
四
）
二
月
条
に
は
、

宮
内
に
池
を
穿
っ
て
山
を
造
り
、
花

・
草
を
種
え
、
珍
禽

・
奇
獣
を
養
う
。

と
あ
り
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た

「池
」
こ
そ
雁
鴨
池
で
あ
っ
て
、
統

一
新
羅
時
代

の
宮
苑
池
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
推
定
さ
れ
て
き
た
。

は
た
し
て

一
九
七
五
年
以
来
の
発
掘
調
査
と
そ
の
後
の
研
究
に
よ
っ
て
、
こ

う
し
た
点
が
考
古
学
資
料
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

現
在
の
雁
鴨
池
付
近
に
は
、
当
時

「月
池
宮
」
と
呼
ば
れ
る
太
子
の
居
所
で
あ

る
東
宮
が
営
ま
れ
、
苑
池
と
と
も
に
池
に
面
し
た

「臨
海
殿
」
を
は
じ
め
と
す

る
建
物
群
の
造
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
．

こ
う
し
た
事
実
が
解
明
さ
れ
る
過
程
で
い
雁
鴨
池
な
る
呼
称
が
後
世

（李
朝

以
降
）
に
な

っ
て
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
新
羅
時
代
に
は
、
元
来

「
月
池
」
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
締
呼

ま
た

一
年
余
り
を
費
や
し
た
発
掘
調
査
に
よ

っ
て
、
多
数
の
遺
物
が
沼
地
の

よ
う
に
放
置
さ
れ
て
い
た
雁
鴨
池
か
ら
検
出
さ
れ
た
。
遺
物
は
、
完
形
の
も
の

だ
け
で
も

一
万
五
千
点
余
り
と
い
わ
れ
、
瓦
埠
類
の
ほ
か
に
土
器
や
青
銅
器
の

容
器
類
、
多
種
多
様
の
木
材
類
、
仏
像
類
、
金
銅
製
装
飾
具
類
、
鉄
器
類
、
動

物
骨
な
ど
が
あ
る
。
統

一
新
羅
時
代
の
も
の
を
中
心
と
し
た
こ
れ
ら
の
多
様
な

遺
物
に
混
ざ

っ
て
、
五

一
点
の
木
簡
が
出
土
し
た
。

２
　
雁
鴨
池
出
土
木
簡

こ
の
雁
鴨
池
出
上
の
木
簡
に
つ
い
て
は
、
発
見
当
初
よ
り
調
査
に
携
わ
り
木

簡
関
係
の
報
告
を
担
当
さ
れ
た
李
基
東
氏
の
優
れ
た
研
究
が
あ
り
、
す
で
に
日

本
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
続
．
そ
こ
に
は
、
出
上
し
た
木
簡
の
概
要
や
三

一
点
の

木
簡
の
釈
文
が
示
さ
れ
て
お
噺
）
あ
わ
せ
て
そ
れ
ら
の
木
簡
の
お
お
よ
そ
の
性

格
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
今
こ
れ
に
基
づ
き
な
が
ら
、
そ
の
要
点
を
ま
と

め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
木
簡
の
出
土
地
は
、
二

・
三
点
を
除
く
と
、
雁
鴨
池
西
北
の
臨
海
殿

址

。
第
四
建
物
址
か
ら
第
五
建
物
址
に
跨
る
付
近
で
あ

っ
て
、
こ
こ
に
は
二
重

に
護
岸
石
築
が
め
ぐ
ら
せ
て
あ
り
、
こ
の
石
築
の
下
の
泥
土
層
か
ら
木
簡
が
ま

と
ま

っ
て
発
見
さ
れ
た
。

出
土
し
た
木
簡
の
形
状
は
、
長
短
、
広
狭
多
様
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
お
お

よ
そ
九

伽
か
ら
二
三
釦
の
間
の
も
の
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
最
大
の
も
の
で

は
、
長
さ
三
七

・
五
銅
、
幅
四

・
五
伽
と
い
う
も
の
も
あ
る
。

完
形
の
木
簡
の
場
合
は
、
大
部
分
、
上
端
部
の
両
側
に
Ｖ
字
形
の
切
り
込
み

が
入

っ
て
い
る
。
五

一
点
の
木
簡
の
う
ち
、
完
形
に
近
い
の
は
四
〇
点
で
あ
り
、

こ
の
四
０
点
の
ほ
と
ん
ど
は
、
木
簡
の
表
裏
両
面
に
墨
書
が
認
め
ら
れ
た
。
厚

み
の
あ
る
二
点
の
木
簡
に
は
、
両
面
だ
け
で
な
く
、
三
面
に
わ
た

っ
て
墨
書
さ
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れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
六
面
に
墨
書
さ
れ
て
い
る
円
柱
状
の
も
の

も
あ
る
。

３
　
木
簡
の
使
用
年
代
と
内
容

雁
鴨
池
木
簡
の
中
で

一
字
で
も
判
読
で
き
る
も
の
は
三
〇
余
点
あ
り
、
そ
の

書
体
は
お
お
よ
そ
隷
書
で
、
時
に
草
書
も
み
ら
れ
る
。

こ
の
中
で
、
年
号
あ
る
い
は
千
支
が
記
さ
れ
て
い
る
木
簡
は
、
六
点
が
確
認

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は

「
天
宝
十
載
」
（七
五
一
年
）
「宝
応
四

年
」
（七
六
五
年
）
「庚
子
年
」
「甲
辰
年
」
「
乙
巳
年
」
「
甲
寅
年
」
と
な

っ
て
い

る
。
言
う
ま
で
も
な
く

「
天
宝
」
と

「宝
応
」
は
唐
の
年
号
で
あ
る
。
千
支
の

み
を
記
し
て
い
る
四
点
を
含
め
て
、
こ
れ
ら
は
景
徳
王

一
〇
年

（七
五
こ

か

ら
恵
恭
王
九
年

（七
七
四
）
の
二
三
年
間
に
収
ま
る
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、　
一
九
七
九
年
の
調
査
に
際
し
て
出
土
し
た
木
簡
が
あ
る
特
定

の
時
代
に
集
中
し
て
い
る
背
景
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
景
徳
王

一
九
年

（七
六
〇
）
に
、
雁
鴨
池

（月
池
）
の
重
修

・
拡
張
工

事
が
あ

っ
て
、
こ
れ
ら
の
本
簡
も
ま
た
、
こ
の
頃
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
み
ら

れ
、
そ
の
廃
棄
の
場
所
と
時
期
は
、
ま
さ
に
こ
の
工
事
に
関
わ

っ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ほ
と
ん
ど
の
本
簡
は
、
こ
う
し

た
雁
鴨
池
の
改
修
工
事
に
関
わ
る

一
括
資
料
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
本
簡
の
内
容
に
つ
い
て
は
、　
一
〇
字
以
上
判
読
さ
れ
る
も
の
は

一
、

二
点
に
と
ど
ま

っ
て
お
り
、
雁
鴨
池
木
簡
の
内
容
を
探
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。

年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
官
司
名
と
し
て
は
、
内
廷
官
司
群
の
中

の

一
つ
で
あ
る

「洗
宅
」
が
二
点
三
ヶ
所
に
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

洗
宅
に
つ
い
て
は
、
ヨ
一国
史
記
』
職
官
志
に
列
挙
さ
れ
た

一
一
五
の
内
廷

官
司
群
の
中
の
二
ヶ
所
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、　
一
つ
は
国
王
に
、　
一

つ
は
太
子

（東
宮
）
に
直
属
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
官
司
は
、
秘
書

・
文

筆
を
担
当
し
た
機
関
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
言
及
し

た
い
。

ま
た
、
新
羅
に
は

一
七
等
の
官
位
が
あ

っ
た
が
、
そ
の

一
二
番
目
の
官
位
で

あ
る

「韓
舎
」
が
唯

一
、
当
時
の
身
分
標
識
と
し
て
木
簡
か
ら
確
認
さ
れ
た
。

こ
の

「韓
舎
」
と
記
さ
れ
た
木
簡
に
は
、
木
簡
の
両
面
に
何
度
も
同
じ
筆
跡
で

書
か
れ
て
お
り
、
習
書
木
簡
と
み
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
官
位
の
ほ
か
に
、
人
面

ら
し
き
い
た
ず
ら
書
き
も
み
ら
れ
る
。

人
名
と
推
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
は

「
思
林
」
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
人
名

ら
し
き
も
の
は

一
点
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
を
も

っ
て
、
雁
鴨
池
木
簡
は
全
体
と
し
て
は
、
そ
れ
ほ

ど
重
要
な
公
文
書
的
な
も
の
は
な
く
、
「洗
宅
」
な
ど
、
国
王
や
東
宮
に
属
す

る
官
司
に
お
け
る
メ
モ
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。

４
　
雁
鴨
池
木
簡
の
歴
史
的
意
義

雁
鴨
池
木
簡
の
歴
史
的
意
義
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

国
王
や
東
宮
に
属
し
、
侍
従
お
よ
び
秘
書

・
文
筆
担
当
機
関
で
あ
る

「洗
宅
」

関
係
の
木
簡
が
東
宮
の
営
ま
れ
た
苑
池
遺
址
か
ら
出
土
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
木
簡
が
出
土
す
る
以
前
に
お
い
て
は
、
洗
宅
な
る
官
司
が
注
Ｂ
さ
れ
た
こ



と
は
全
く
な
く
、
洗
宅
が
い
か
な
る
官
司
で
あ
る
の
か
、
そ
の
役
割
や
機
能
が

検
討
さ
れ
た
こ
と
も
な
か

っ
た
。
雁
鴨
池
出
土
木
簡
に
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
、

初
め
て
着
目
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

『
三
国
史
記
』
職
官
志
を
は
じ
め
関
係
史
料
に
よ
れ
ば
、
洗
宅
は
呼
称
に
変

遷
が
あ
り
、
七
五
九
年
か
ら
七
七
六
年
ま
で
の

一
七
年
の
間
、
中
事
省
と
改
称

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
七
七
六
年
か
ら
は
洗
宅
と
改
め
ら
れ
、
再
び
新
羅
の
末

期

（八
五
五
年
以
後
八
七
二
年
ま
で
の
あ
る
時
期
）
に
中
事
省
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
洗
宅
か
ら
中
事
省

へ
と
同

一
の
官
司
が
名
称
を
改
め
て
い
る
こ

と
が
、
こ
の
官
司
の
性
格
を
推
測
す
る
上
で
手
が
か
り
と
な

っ
た
。

と
い
う
の
も
、
新
羅
の
後
に
興
っ
た
高
一麗
王
朝
の
官
僚
機
構
か
ら
類
推
す
る

と
、
「
中
事
」
な
る
官
司
は
、
中
国

・
唐
の
中
書
省
、
つ
ま
り
皇
帝
の
詔
勅
を

起
草
す
る
官
司
に
相
当
す
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
洗
宅
木
簡
を
検
討
し

た
李
基
東
氏
は
、
こ
の
点
に
着
目
し
て
、
新
羅
に
お
い
て
洗
宅
に
そ
の
よ
う
な

役
割
と
機
能
の
あ

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
煽
呼
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
、
洗

宅
は
国
王
や
東
宮
に
侍
従
し
、
秘
書

・
文
筆
を
担
当
す
る
機
関
で
あ

っ
た
こ
と

が
判
明
し
、
さ
ら
に
雁
鴨
池
木
簡
出
土
の
歴
史
的
意
義
を
理
解
す
る
た
め
の
前

提
と
な

っ
た
。

先
に
雁
鴨
池
木
簡
の
年
代
比
定
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
そ
れ
ら
を
勘
案
す
る

と
、
洗
宅
木
簡
は
、
中
事
省
か
ら
再
び
洗
宅
と
い
う
名
称
に
戻
さ
れ
た
七
七
六

年
直
後
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
雁
鴨
池
木
簡
全
体
も
こ
の

時
代
の
前
後
に
ま
た
が
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
新
羅
の
政
治

史
か
ら
み
る
と
き
、
軽
視
で
き
な
い
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

日
本
で
は
七
五
〇
年
代
に
、
藤
原
仲
麻
呂
が
実
権
を
掌
握
す
る
と
、
百
官
の

名
称
を
唐
風
に
改
め
た
が
、
新
羅
で
も
全
く
同
様
に
、
こ
の
時
期
に
全
国
の
郡

県
名
や
全
て
の
官
司
や
官
職
の
名
称
を
唐
風
に
改
め
て
い
る
。
こ
れ
は
仲
麻
呂

の
政
策
と
全
く
軌
を

一
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
当
時
、
新
羅
で
は
景
徳
王

が
権
力
を
集
中
し
て
、
諸
改
革
を
断
行
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。

翻
っ
て
み
る
に
、
こ
の
時
代
は
、
渤
海
、
新
羅
、
日
本
の
三
国
の
間
で
緊
張

が
た
か
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
中
で
、
あ
る
特
定
の
人
物
が
権
力
を

集
中
さ
せ
て
唐
風
の
官
制
改
革
を
断
行
し
た
と
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
雁
鴨
池

出
上
の
木
簡
は
、
新
羅
王
権
が
最
も
強
力
で
あ
っ
た
時
代
の
最
後
の
繁
栄
期
で

あ
り
、
か
つ
大
規
模
な
政
治
改
革
が
断
行
さ
れ
た
景
徳
王
代

（七
四
一
一―
七
六

五
）
か
ら
恵
恭
王
代
に
属
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
新
羅
で
は
、
九
世
紀
後
半

期
に
、
再
び
王
権
側
が
権
力
を
集
中
し
体
制
を
立
て
直
そ
う
と
す
る
動
き
が
あ

る
が
、
こ
の
新
羅
の
末
期
に
権
力
を
集
中
し
、
改
革
を
行
う
際
に
、
近
侍
機
構

が
中
心
と
な
っ
て
推
進
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
崎
）
こ
の
事
例
に
よ

っ
て
も
、
景
徳
王
代
の
諸
改
革
は
、
洗
宅
の
よ
う
な
近
侍
機
構
を
中
心
に
な
さ

れ
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
大
き
い
。

要
す
る
に
、
雁
鴨
池
出
土
の
木
簡
は
、
景
徳
王
代
の
政
治
を
推
進
し
た
主
導

勢
力
が
洗
宅
の
よ
う
な
側
近
勢
力
に
あ
っ
た
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
せ
る

契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
文
献
史
料
の
零
細
な
新
羅
史
研
究
に
新

た
な
視
点
を
提
供
す
る
と
い
う
画
期
的
な
役
割
を
果
た
し
た
点
に
大
き
な
意
義



韓国出上の木簡について

が
認
め
ら
れ
る
。

５
　
雁
鴨
池
木
簡
と
新
羅
の
内
廷

と
こ
ろ
で
、
雁
鴨
池
発
掘
調
査
の
過
程
で
、
「太
子
」
と
い
う
銘
の
入

っ
た

木
製
品
や
、
「龍
王
幸
審
」
あ
る
い
は

「辛
審
龍
王
」
と
い
う
銘
の
入

っ
た
土
（２２
）

器
片
が
数
十
点
も
出
土
し
て
い
た
こ
と
が
か
な
り
後
に
な

っ
て
公
表
さ
れ
た
。

ま
た
、
「東
宮
衛
鯰
」
ズ
ロ
零
聞
鈴
」
と

い
っ
た
銘
を
刻
ん
だ
鉄
製
の
鍵
や
、

「椋
司
」
と
い
っ
た
墨
書
を
も

つ
硯
も
出
土
し
て
い
る
。
木
簡
と
は
別
に
、
文

字
の
記
さ
れ
た
遺
物
が
少
な
か
ら
ず
出
土
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

雁
鴨
池
が
東
宮
の
所
在
地
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
裏
づ
け
る
遺
物
と
し
て
注
目

に
値
す
る
。

ち
な
み
に
、
「龍
王
幸
審
」
や

「辛
審
龍
王
」
銘
の
上
器
に
つ
い
て
は
、
「太

子
」
銘
の
木
製
品
や

「東
宮
衛
鯰
」
銘
を
も

つ
鍵
の
出
土
を
考
慮
す
る
と
、
こ

れ
ら
の
土
器
が
具
体
的
に
東
宮
管
下
の

「龍
王
典
」
に
関
わ
る
遺
物
で
あ

っ
た

こ
と
に
な
る
。

従
来
、
新
羅
の
内
廷
官
制
に
つ
い
て
は
、
百
以
上
の
官
司
群
の
個
々
の
名
称

と
若
干
の
官
職
構
成
を
知
り
う
る
だ
け
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
が

一
体
い
か
な
る

機
能
と
性
格
を
も

っ
た
官
司
群
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
で
き
ず
、
研
究
上
の

除
路
と
な

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
な
銘
文
の
入
っ
た
遺
物
と
と
も

に
、
雁
鴨
池
木
簡
の
中
に
は
、
そ
の
ほ
か
に
も

『
三
国
史
記
』
職
官
志
に
伝
え

ら
れ
る
内
廷

（内
省

。
東
宮
）
管
下
の
官
司
と
関
連
づ
け
ら
れ
そ
う
な
も
の
が

何
点
か
見
い
だ
せ
る
。
た
と
え
ば
、

□
坪
捧
才
百
廿

一
品
□

（
一
一
∠
二
生
ハ
×
一
二
孟
、
文
字
は
陰
刻
）

と
記
さ
れ
る
木
簡
に
は
、
「百
廿

一
」
と
い
う
数
量
の
上
に
、
け
も
の
偏
、
あ

る
い
は
、
て
偏
の
よ
う
な
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

「キ
」
字
は
、
正
倉

院
で
発
見
さ
れ
た
新
羅
佐
波
理
加
盤
附
属
文
書
に
、
地
方
村
落
か
ら
の
貢
進
物

の
名
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
¨
お
そ
ら
く
畜
産
品
に
関
わ
る
も
の
と
推
測

さ
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
正
倉
院
所
蔵
の
新
羅
文
書
に
だ
け
み
ら
れ
た
物
品
名
が
、

新
た
に
雁
鴨
池
木
簡
か
ら
も
検
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
別
の
木
簡
に
は
、

南
公
□
□
上
汁
十
三
Ｉ
火

一
八
二
ヌ

一
・
九
×
一
二
誘
）

と
あ
幅
）
末
尾
の

「キ
」
字
も
ま
た
、
佐
波
理
加
盤
附
属
文
書
の
中
に
あ
っ
て
、

米
や
大
豆
の
計
量
単
位
で
あ
る

「斗
」
の
異
体
字
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
二
つ
の
木
簡
に
は
、
畜
産
品
や
穀
物
の
物
品
名
と
数
量
が
記
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
物
資
の
送
り
状
、
な
い

し
は
官
司
に
お
け
る
出
納
記
録
な
ど
の
可
能
性
も
で
て
く
る
で
あ
ろ
う
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
木
簡
が
、
内
廷
の
財
政

（王
室
の
財
政
）
を
掌
る

官
司
に
関
わ
っ
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
木
簡
に

関
わ
っ
た
そ
の
具
体
的
な
官
司
と
し
て
は
、
租
典
や
庫
典
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
宮
中
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
調
度
に
つ
い
て
は
、

郎
席
長
十
尺
紬
次
代
三
件
法
次
代
七
□
□

（以
下
欠
損
）

０
一人
・
五
×
二
・
五
×
○
・
五
Ｊ



と
あ
る
木
簡
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
文
の
中
に
は
、
郷
札
な
い
し
吏
読
と
呼
ば

れ
る
新
羅
固
有
の
漢
字
表
記
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
ら
し
く
、
解
釈
は
容
易
で

な
い
。
し
か
し
、
不
明
な
が
ら
も
、
冒
頭
に
あ
る

「郎
席
長
十
尺
紬
」
に
つ
い

て
は
、
フ
一国
遺
事
』
巻
二

・
四
十
人
景
文
大
王
条
に
あ
る
次
の
よ
う
な
文
章

が
解
釈
の
際
に
参
考
に
な
る
。

（景
文
）
王
、
諄
は
鷹
廉
、
年
十
人
に
し
て
国
仙

（花
郎
）
と
為
る
。
弱

冠
に
至
る
や
、
憲
安
大
王
、
郎
を
召
し
殿
中
に
宴
す
。
（中
略
）
（憲
安
）

王
、
其

（郎
）
の
言
を
聞
き
て
其
の
賢
な
る
を
知
り
、
覚
え
ず
涙
を
堕
し

て
謂
て
曰
く
、
『
朕
に
二
女
あ
り
、
請
う
以
て
巾
櫛

（妻
）
に
奉
ぜ
ん
』

と
。
郎
、
席
を
避
け
之
を
拝
し
て
、
稽
首
し
て
退
き
、
父
母
に
告
ぐ
、

（下
略
）
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
殿
中
に
お
い
て
、
憲
安
王
が
花
郎

・
磨
廉

（後
の
景
文

王
）
と
対
座
し
た
お
り
の
所
作
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
作
の
木
簡

に
記
さ
れ
た
紬
で
織
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
十
尺
の

「郎
席
」
と
は
、
こ
の
よ

う
に
宮
中
で
用
い
ら
れ
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。

朝
鮮
の
敷
物
は
中
国
に
も
聞
こ
え
る
ほ
ど
上
質
で
あ

っ
た
ら
し
く
、
た
と
え

ば
、
高
一麗
時
代
の
こ
と
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
宋
人
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ

て
い
る
。

蔓
麗
人
、
多
く
席
を
織
る
。
龍
乗
席

・
藤
席
あ
り
。
今
、
舶
人
販
ぎ
至
る

者
、
皆
な
席
の
草
織
、
狭
く
し
て
密
緊
、
上
な
る
は
亦
た
、　
一
小
国
花
あ

り
。
３
説
郭
』
所
引

『鶏
林
志
も

や
や
後
世
の
史
料
で
は
あ
る
が
、
木
簡
に
み
ら
れ
る

「郎
席
」
の

「席
」
と
は
、

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
上
質
の
敷
物
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

木
簡
の
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る

「郎
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の

『
三
国
遺

事
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ま
ず
は
花
郎
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
周
知
の

よ
う
に
花
郎
と
は
、
青
年
集
回
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
て
、
十
七
、
人
歳
の
青
年

達
が
若
者
組
を
作
り
、
か
れ
ら
は
日
頃
肉
体
を
鍛
錬
し
、
ま
た
歌
舞
、
詩
文
な

ど
の
教
養
を
磨
き
、　
一
旦
戦
争
が
起
こ
る
と
青
年
戦
士
団
と
し
て
勇
敢
に
戦
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
集
団
の
統
率
者
で
あ
る
花
郎
は
、
眉
目
秀
麗
な
王
族
で
あ
る

こ
と
が
条
件
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
史
料
は
し
ば
し
ば
花
郎
を

「郎
」
と
も
記

し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
木
簡
の
冒
頭
の

「郎
席
」
と
は
、
花
郎
が
宮
殿
に
や

っ
て
き
た
と
き
の
敷
物
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
た
だ
、
雁
鴨
池
木
簡

に
は
、
洗
宅
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
国
王
や
太
子
に
近
侍
す
る
関
係
者
が
記
さ
れ

て
お
り
、
郎
に
つ
い
て
は
い
ま
少
し
掘
り
下
げ
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ

Ｚつ
。そ

れ
と
い
う
の
も
、
今
日
、
文
献
史
料
に
は
伝
わ
ら
な
い
も
の
の
、
当
時
の

新
羅
に
勤
林
台
な
る
機
構
の
実
在
し
た
こ
と
が

『聖
徳
大
王
神
鐘
』
（七
七
一

年
）
の
銘
文
に
よ
っ
て
判
明
し
て
お
り
、
当
時
、
王
命
の
作
成
を
管
掌
し
て
い

た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
鬱
林
台
で
は
、
「郎

。
待
詔

・
書
生
」
と
い
っ
た
官
職

体
系
を
備
え
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
続
力ゝ）
ら
で
あ
る
。
雁
鴨
池
か

ら
は
、
こ
の
物
林
台
と
ほ
ぼ
同
じ
性
格
を
も
っ
た
洗
宅
に
関
す
る
木
簡
が
伴
出
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し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
木
簡
冒
頭
の

「郎
」
字
は
、
物
林
台
の
郎

（学

士
）
で
あ
る
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
冒
頭
に

「郎
席
」
と
記
さ
れ
た
木
簡
が
ど
こ
で
用
い
ら
れ

て
い
た
か
と
い
え
ば
、
内
廷
の
官
司
群
の
中
で
は
、
席
典

（奉
座
局
）
の
他
に

は
考
え
が
た
い
。

６
　
雁
鴨
池
木
簡
の
書
式

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
雁
鴨
池
木
簡
に
は
、
本
格
的
な
公
文
書

の
よ
う
な
も
の
は
な
い
と
推
定
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
洗
宅

（中
事
省
）
が
、

国
王
や
太
子
に
直
属
の
秘
書

・
文
筆
の
担
当
機
関
で
あ
っ
て
、
国
王
の
詔
勅
を

扱
う
官
司
と
推
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
お
く
と
、
雁
鴨
池
木
簡
の
二
点

三
ヶ
所
の
文
頭
に
記
さ
れ
て
い
る

「策
事
」
な
る
字
句
は
、
見
逃
す
こ
と
が
で

き
な
い
。

確
か
に
、
雁
鴨
池
出
上
の
木
簡
は
、
多
く
は
断
片
的
で
、
文
字
数
も
少
な
い

も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「策
事
」
が
文
頭
に
記
さ
れ
た
木
簡
は
そ
れ

以
下
の
文
字
も
わ
ず
か
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
の
文
字
が
判
読
し
が
た
い
こ
と
も

あ
っ
て
、
全
体
の
意
味
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
頭
の

「策
事
」
の

二
字
は
、
洗
宅
が
起
草
し
て
下
し
た
王
の
命
、
な
い
し
は
太
子
の
命
に
関
わ
る

定
型
的
な
表
記
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
近
年
発

見
の
新
羅
時
代
の
碑
文
に
よ
る
と
、
た
と
え
ば
、

□
□
年
□
月
中
王
教
事
。

□
□
年
口
月
中

〔
に
〕
王
教
事
す
。

翁
丹
陽
。
新
羅
赤
城
碑
』
推
定
五
四
五
―
五
五

一
年
。
同
碑
文
に
は
、
ほ
か
に

「別
教
事
」
「節
教
事
」
と
い
う
字
句
が
文
頭
に
み
ら
れ
る
。）

南
山
新
城
作
節
如
法
以
作
、
後
三
年
崩
破
者
罪
教
事
。

南
山
の
新
城
を
作
り
し
節

〔と
き
〕
法
の
如
く
作
り
、
後
三
年
、
崩
破
す

る
者
は
罪
せ
ら
る
る
を
教
事
す
。

３
南
山
新
城
碑
』
第

一
。
二
・
三
碑
、
五
九

一
年
）

と
あ
る
よ
う
に
、
六
世
紀
に
お
け
る
新
羅
の
王
の
命
令
の
定
型
的
表
現
に

「教

事
」
が
散
見
す
る
か
ら
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
高
句
一麗
や
新
羅
で
は
詔
や
勅

を
用
い
ず
に
、
王
の
命
令
を

「教
」
と
し
て
い
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
新
羅
で

は
、
王
命
が
下
さ
れ
た
こ
と
を
記
す
際
に
、
そ
の
よ
う
な
詔
に
相
当
す
る

「教
」
に

「事
」
が
付
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
さ
れ
る
。

そ
う
す
る
と
、
「策
事
」
と
は
、
古
代
中
国
に
お
い
て
天
子
の
命
令
を
伝
え

る
命
令
書
、
ま
た
は
そ
の
命
令
を
指
す

「策
」
に
、
「教
事
」
の
ご
と
く

「事
」

が
付
さ
れ
た
も
の
と
類
推
し
て
み
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
し

か
に
、
ま
と
ま

っ
た
形
式
の
公
文
書
で
は
な
い
と
し
て
も
、
国
王
や
太
子
の
命

令
に
関
わ
る
も
の
が
あ

っ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
こ
う
し
た
視
角
か
ら
雁
鴨
池

木
簡
を
検
討
し
な
お
す
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

関
係
史
料
が
な
い
現
時
点
で
は
、
憶
測
の
域
を
で
る
も
の
で
は
な
い
が
、
新

羅
に
お
い
て
中
国
の
策
書
を
意
識
し
た

「策
事
」
で
始
ま
る
文
書
形
式
が
あ

っ

た
可
能
性
を
示
し
て
お
き
た
い
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
そ
の
ほ
か
に
も
定
形
的
な
文
書
形
式
を
暗
示
す
る
も
の



と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
か
つ
て
、

・
立
迷
急
得
贈
高
城
□
武

と
釈
文
さ
れ
て
い
た
木
簡
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
報
告
書
や
図
録
の
写
真
な
ど
か

ら
も
次
の
よ
う
に
い
つ
く
か
の
文
字
を
読
み
直
す
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

・
□
送
急
使
牒
高
城
墾
走

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
冒
頭
と
末
尾
の
二
字
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と

も
そ
れ
以
外
の
七
字
に
つ
い
て
は
、
急
使
に
よ
っ
て

「牒
」
が
高
城
に
送
ら
れ

た
と
解
釈
で
き
る
。
ま
た
、
高
城
が

『
三
国
史
記
』
地
理
志
に
所
載
の
漠
州
高

城
郡
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
は
渤
海
と
国
境
を
接
す
る
北
辺
に
位
置
し
て
い
る
の
で
、

「変
」
と
は
、
そ
の
付
近
に
置
か
れ
た
軍
事
施
設
と
み
な
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
留
意
す
べ
き
は
、
雁
鴨
池
木
簡
の
中
に
は
末
尾
に

「走
」
字
を
記
す

も
の
が
も
う

一
点
実
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し

「え
」
字
が

「走
」
と
読
め

る
と
す
れ
ば
、
漢
簡
に
み
ら
れ
る
検
と
同
様
に
、
文
書
を
運
ぶ
方
法

（運
搬
者

が
走
れ
）
を
指
定
し
た
と
み
て
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
こ
れ

ら
の
二
点
の
木
簡
も
ま
た
検
の
ご
と
く
逓
送
に
関
わ
る
木
簡
で
あ
っ
た
こ
と
に

（
２７
）

な
る
。
受
信
側

全
局
城
）
で
な
ぐ
発
信
側

（慶
州
）
か
ら
出
土
し
た
点
を
解
明

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
検
討
し
て
み
る
余
地
は
あ

り
そ
う
で
あ
る
。

７
　
兵
衛
関
係
木
簡

か
つ
て
李
基
東
氏
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
雁
鴨
池
木
簡
に
は
、
「筆
者
未
見
」

の
た
め
調
査
カ
ー
ド
に
依
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
釈
文
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

・
□
隅
宮
北
門
守
迷
剛
剛
四
当
□
□
□
剛
剛

二
ヶ
所
に
割
注
の
よ
う
な
形
式
を
も
つ
こ
の
木
簡
に
つ
い
て
、
報
告
書
の
図
版

に
よ
れ
ば
、
裏
面
に
も
同
様
の
形
式
を
そ
な
え
た
墨
書
が
み
て
と
れ
る
。
慶
州

博
物
館
に
お
い
て
実
見
し
た
と
こ
ろ
、
保
存
状
態
は
良
好
で
あ
り
、
現
在
で
も

判
読
可
能
な
文
字
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
釈
文
を
示
せ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
□
隅
宮
北
門
廷
酸
剛
間
宮
門
廷
剛
剛

。
大
門
剛
剛
開
義
門
廷
掛
趣
嘩
永

こ
う
し
た
書
式
を
も
つ
木
簡
は
、
日
本
で
は
比
較
的
多
く
の
出
土
例
が
あ
り
、

た
と
え
ば
、
平
城
宮
跡
木
簡
の
な
か
に
、
兵
衛
が
西
宮
と
よ
ば
れ
た
区
画
に
あ

る
門
へ
出
勤
し
た
当
日
の
食
料
請
求
の
た
め
の
木
簡
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

。
東
三
門
額
細
　
赫
部

翻
　
　
北
門
脚
下
部
　
北
府
細
佃

と
あ
っ
て
、
東
三
門
、
北
門
な
ど
に
出
勤
し
た
兵
衛
の
氏
を
記
し
て
い
続
．

前
掲
の
雁
鴨
池
木
簡
に
は
、
宮
北
門
、
間
宮
門
、
大
門
、
開
義
門
な
ど
門
の

名
が
み
ら
れ
、
さ
ら
に
、
そ
の
下
に
小
字
で
四
字
か
ら
六
字
で
書
か
れ
て
い
る

点
で
も
、
日
本
の
兵
衛
関
係
木
簡
と
共
通
し
て
お
り
、
両
者
が
同

一
の
内
容
を

記
し
て
い
る
こ
と
は
恐
ら
く
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、

こ
れ
に
よ
っ
て
雁
鴨
池
木
簡
に
は
、
兵
衛
関
係
木
簡
が
実
在
し
て
い
た
こ
と
に

な
る
。

既
述
の
ご
と
く
雁
鴨
池
か
ら
は

「東
宮
衛
鉛
」
Д
口
零
関
爺
」
と
い
っ
た
銘

を
刻
ん
だ
鉄
製
の
鍵
が
出
土
し
て
い
た
。
「東
宮
衛
盗
」
と
は
、
ま
さ
に

「東



韓国出上の木簡について

宮
官
衛
の
カ
ギ
」
で
あ
り
、
こ
れ
は

『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀

・
文
武
王

一
九

年
秋
八
月
条
に
、

東
宮
を
創
造
し
、
初
め
て
内
外
諸
門
の
額
号
を
定
む
。

と
あ
る
内
外
諸
門
に
関
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
ま
た
、
雁
鴨
池
の

兵
衛
関
係
木
簡
に
記
さ
れ
た
諸
門
と
関
係
が
あ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
「鈴
」
字
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
「カ
ギ
」
と
対
応
す
る
用
法
が

中
国
に
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
日
本
日
有
の
用
法
と
考
え
ら
れ
て
き
輛
¨

し
か
し
、
新
羅
に
も
同

一
の
用
法
が
確
認
さ
れ
た
い
ま
、
日
本
で
用
い
ら
れ
る

に
至
っ
た

「鉛
」
字
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
新
羅
と
の
関
連
を
無
視
し

て
は
語
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。
兵
衛
関
係
木
簡
の
共
通
性
に
も
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
今
後
は
新
羅

。
日
本
両
国
間
の
文
字
や
文
書
形
式
の
相
互
関
係
に
も
留
意

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
雁
鴨
池
出
土
の
木
簡
は
、
内
廷
関
係
諸
官
司

で
用
い
ら
れ
た
痕
跡
を
随
所
に
と
ど
め
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
内
廷
の
官
司
相
互

間
で
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は

一
定
の
目
的

を
は
た
し
た
後
に
不
要
に
な
り
、
東
宮
関
係
官
司
が
所
在
し
た
雁
鴨
池
付
近
に

廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
雁
鴨
池
出
土
の
木
簡
は
、
統

一
新
羅
時
代
に
お
け
る
内
廷

研
究
を
は
じ
め
、
政
治
史
、
社
会
史
研
究
に
新
た
な
光
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
さ
ら
に
中
国
や
日
本
の
木
簡
と
の
関
連
を
追
究
す
る
う
え
で
も
軽

視
で
き
な
い
。
今
後
の
多
面
的
な
検
討
が
期
待
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

三
一　
二
聖
山
城
出
土
木
簡

１
　
二
聖
山
城
の
調
査
と
山
城
の
性
格

二
聖
山
城
は
、
ソ
ウ
ル
市
の
中
心
部
か
ら
東
方
へ
約

一
七
、
人
臨
の
と
こ
ろ

に
位
置
し
て
い
る
。
ソ
ウ
ル
市
の
東
部
地
区
に
は
、
風
納
里
土
城
、
夢
村
土
城

な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
初
期
百
済
の
王
宮
な
い
し
重
要
な
拠
点
で
あ
っ
た
と

推
定
さ
れ
て
い
る
地
点
か
ら
東
へ
約
五
航
ほ
ど
隔
て
て
三
聖
山
城
が
あ
る
。

漢
江
流
域
の
こ
の
付
近
に
は
土
城
や
山
城
が
散
在
し
、
そ
れ
ら
を
地
図
上
に

置
い
て
み
る
と
、
二
聖
山
城
は
そ
の
中
で
も
要
の
位
置
を
占
め
て
い
る
よ
う
に

み
え
る

（図
６
）。
ま
た
二
聖
山
城
が
所
在
す
る
地
域
は

「春
宮
」
な
る
地
名

が
伝
わ
り
、
初
期
百
済
の
中
心
地
と
推
定
す
る
論
者
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
初

期
百
済
の
都
城
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
解
明
を
め
ざ
し
て
三
聖
山
城
の
発
掘
調

査
が
実
施
さ
れ
た
。　
一
九
八
六
年
人
月
以
来
、
漢
陽
大
学
校
博
物
館
に
よ
っ
て

四
次
に
わ
た
る
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、　
一
九
九

一
年

一
一
月
に
調
査
が
終
了
し

た
。二

聖
山
城
は
、
海
抜
三
百
皿
を
少
し
越
え
る
包
谷
式
の
石
築
山
城
で
、
城
の

周
囲
は
約
千
九
百
ｍ
、
城
内
の
面
積
は
約
十
五
万
五
千
ポ
ほ
ど
あ
る
。
ま
た
、

二
聖
山
城
付
近
は
、
漢
江
が
こ
の
城
を
中
心
に
し
て
東
か
ら
北
へ
、
さ
ら
に
西

へ
と
む
か
っ
て
半
径
五
ｋｍ
の
半
円
を
描
く
よ
う
に
蛇
行
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
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図 6 二聖山城周辺の城郭配置図
(『二聖山城 〈発掘調査中間報告書〉』より)

図 7 二聖山城城内発掘図
(『二聖山城 〈二次発掘調査報告書〉』より)
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二
聖
山
城
か
ら
は
扇
形
に
流
れ
る
漢
江
の
周
辺
地
域
を

一
望
に
で
き
る
立
地
条

件
を
備
え
て
い
る
。

調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
建
物
を
は
じ
め
と
す
る
遺
構
に
つ
い
て
は
、

発
掘
の
行
わ
れ
た
Ａ
地
区
か
ら
Ｈ
地
区
ま
で
の
地
点
を
示
し
た
地
図

（図
７
）

が
参
考
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
こ
れ
ら
の
人
地
域
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
城
内
か

ら
は
、
門
址
、
貯
水
池
、
建
物
址
、
信
仰
遺
跡
な
ど
が
発
掘
さ
れ
た
。
そ
し
て

蓋
瓦
、
鉄
器
、
土
器
、
木
器
、
動
物
の
骨
な
ど
た
く
さ
ん
の
遺
物
が
出
土
し
て

（
３．
）

い
る
。

な
か
で
も
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
城
内
に
は
、
四
つ
の
長
方
形
の
建
物
址

の
ほ
か
に
、
人
角

（推
定

・
社
櫻
壇
）、
九
角

（推
定

。
天
壇
）
、　
〓

一角
と
い
っ

た
多
様
な
建
物
址
を
擁
す
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
二
聖
山
城
の
性
格
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
建
物
群
の
性
格
づ
け
な
ど
を
め
ぐ

っ
て
、
今
後
の
検
討
に
ま
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
点
が
少
な
く
な
い
。

２
　
貯
水
池
と
木
簡

し
か
し
、
こ
の
山
城
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
も
重
要
な
の
が
、
城
内

の
東
南
の
谷
部
に
あ
る
貯
水
池
か
ら
出
土
し
た
木
簡
で
あ
る
。
二
聖
山
城
は
、

地
形
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
西
北
が
高
く
な

っ
て
お
り
、
東
南
に
向
か
っ
て

傾
斜
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
城
内
の
谷
部
の
最
も
低
く
な

っ
て
い
る
Ａ
地
区
に

貯
水
池
の
あ

っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
こ
か
ら
第
二
、
第
四
両
次
の
調
査

に
よ

っ
て
合
計
二

一
点
の
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
。

城
内
の
貯
水
池
は
、
す
で
に
言
及
し
た
と
お
り
、
三
度
に
わ
た

っ
て
築
造
さ

B地

駒
C'也区

図 8 二聖山城A地区平面図
(『二聖山城 〈二次発掘調査報告書〉』より)



二聖山城一次貯水池出土木簡実測図

(『二聖山城 〈二次発掘調査報告書〉』

図10 二聖山城一次貯水池出土木簡

より)

図 9

れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
地
区
を
拡
大
し
た
貯
水
池
付
近

の
平
面
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
点
線
で
楕
円
形
に
、
四
角
い
貯
水
池
の
周
り

を
囲
ん
で
い
る
の
が

一
次
貯
水
池
で
あ
っ
て
、
城
内
に
流
れ
る
渓
谷
を
楕
円
形

に
掘
り
、
そ
の
下
側
を
城
壁
で
せ
き
止
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
貯
水
池
の

中
心
付
近
の
発
掘
に
よ
っ
て
、
後
に
掲
げ
る
三
〇
余
字
を
記
し
た
木
簡

一
点
が

発
見
さ
れ
た
。

一
次
貯
水
池
か
ら
発
見
さ
れ
た
こ
の
木
簡
は
、
長
さ

一
五
伽
、
幅

一
・
三
ｃｍ
、

厚
さ
○

。
九
ｃｍ
の
直
方
体
に
近
い
形
状
を
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
発
見
さ
れ
た

と
き
に
は
、
す
で
に
二
ヶ
所
で
折
れ
て
い
て
三
分
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た

と
い
う
。

文
字
は
図
９

ｏ
ｌＯ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
楷
書
に
近
く
、
と
こ
ろ
に
よ
っ
て

一
部
草
書
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
三
面
に
わ
た
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。

中
国
の
木
簡
の
類
型
か
ら
い
え
ば
、
こ
う
し
た
形
態
の
木
簡
は
正
確
に
は
、
飢

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
、
こ
れ
を

「戊
辰
年
木
簡
」
と

呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
い
ま
報
告
書
の
釈
文
に
基
づ
き
、
さ
ら
に
実
見
し
た
際

の
メ
モ
に
よ
っ
て
私
見
を
加
え
た
釈
文
を
示
せ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

・３

・４

・
戊
辰
年
正
月
十
二
日
朋
南
漠
城
道
使

（以
下
欠
）

・
須
城
道
使
村
主
前
南
漢
城
城
火
□

（以
下
欠
）

・
□
回
漢
黄
去
□
□
□
□
□

（以
下
欠
）

一
方
、
二
次
貯
水
池
か
ら
は
第
三
次
調
査
で

一
一
点
、
第
四
次
調
査
で
九
点
、
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図11 二聖山城二次貯水池出上の木簡実測図

(『二聖山城 〈二次発掘調査報告書〉』より)

表 二聖山城貯水池出上の木簡一覧

8Ⅷ

凸①

ll額 赳物名称 Pl有 器 ;
大  き  さ

形    状 ‖t   考
長 さ

'7  
さ

木 0"

2

3

4

5

6

7

8

9

PHB
PNE
PIF-1
PIF-2
PIF-3
PNT
Pと U-4
PLU-2
PLU-1
PI´ U-3
ECA
CHI

J5

185

51
38
21
35
103

122
12 2

14 8

97
33 4

1 3

1 0

1 2

1 0

1 2

1 7

1 7

1 35

1 6

4 6

33

09
35(直径 )
0 55

0 45

0 36

08
05
0タ

05
06
29
14

謝
`欠

失,二等分
削
'先形

卜半欠失

一削∫欠失

先膨,二等分
‖,欠失

先形,■等分

墨書 (前掲図 9

盤ギ,
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合
計
二
〇
点
の
木
簡
が
出
土
し
た
。

ま
ず
三
次
調
査
で
出
土
し
た

一
一
点
の
木
簡
は
、
上
下
両
端
に
Ｖ
字
形
の
切

り
込
み
の
入
っ
た
も
の

（長
さ
三
三
・
四
Ｕ

を
は
じ
め
と
し
て
、
上
端
部
に
切

り
込
み
の
入

っ
た
長
さ

一
〇
―

一
五
ｃｍ
の
木
簡
が
数
点
あ
る
。
そ
れ
ら
の
全
て

の
形
状
は
、
図
１１
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
中
で
、
文
字
や
墨
痕
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
は
、
六
点
で
あ
る
。

特
に
興
味
深
い
の
は
、
第
三
次
調
査
で
発
見
さ
れ
た
、
す
り
こ
ぎ
の
よ
う
な
円

柱
状
の
も
の
で
あ

っ
て
、
報
告
書
で
は
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
文
字
の
釈
読

を
行

っ
て
い
な
い
が
、　
一
見
し
て
文
字
と
わ
か
る
も
の
が
何
字
か
確
認
で
き
る
。

こ
れ
ら
に
加
え
て
第
四
次
調
査
に
お
い
て
二
次
貯
水
池
か
ら
さ
ら
に
九
点
の

本
簡
が
出
土
し

（図
１２
）
、
二
点
に
は
、
三
字
な
い
し
四
字
の
墨
痕
が
確
認
さ

れ
、
そ
の
う
ち

一
点
に
は
下
端
部
の
両
側
に
Ｖ
字
形
の
切
り
込
み
が
入
す
て
い

る
。
ま
た
、
五
点
の
木
簡

（図
１３
）
は
、
短
頸
壼

（
口
径

一
一
・
五
ｃｍ
、
最
大
胴

径

一
八
伽
、
高
さ

一
三
・
七
８

の
中
に
入

っ
た
状
態
で
出
土
し
て
お
り
、
こ
の

点
に
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
る
。

３
　
戊
辰
年
木
簡
の
年
代
比
定

二

一
点
あ
る
三
聖
山
城
出
土
木
簡
の
中
で
も
、
二
〇
字
以
上
の
判
読
が
可
能

で
あ
る
戊
辰
年
木
簡
の
検
討
を
通
し
て
、
木
簡
の
解
読
と
、
二
聖
山
城
の
性
格

を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
戊
辰
年
木
簡
は
、　
一
次
貯
水
池
の
底
部
か
ら
約

一
ｍ

程
の
と
こ
ろ
か
ら
新
羅
土
器
と
共
に
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

「戊
辰

年
」
を
特
定
す
る
上
で
看
過
し
え
な
い
重
要
な
て
が
か
り
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、

一
次
貯
水
池
は
、
後
に
本
格
的
な
二
次
貯
水
池
が
築
造
さ
れ
る
以
前
の
施
設
と

推
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
山
城
の
初
期
の
遺
構
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
し

た
が
っ
て
、
戊
辰
年
木
簡
は
、
山
城
が
築
造
さ
れ
て
間
も
な
い
時
期
に
用
い
ら

れ
た
遺
物
と
み
な
せ
る
。

さ
ら
に
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
二
次
貯
水
池
は
勿
論
の
こ
と

一
次
貯
水
池
か

ら
も
、
百
済
や
高
句
一麗
の
遺
物
が
全
く
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
事
実
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
三
聖
山
城
は
、
こ
れ
ま
で
漠
然
と
立
地
や
地
名
な
ど
か
ら
推
定
さ

れ
て
き
た
よ
う
に
、
百
済
の
都
城
や
軍
事
施
設
と
考
え
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
く

な
っ
た
。
つ
ま
り
、
二
聖
山
城
は
、
新
羅
に
よ
っ
て
築
城
さ
れ
た
新
羅
の
山
城

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

二
聖
山
城
が
新
羅
の
築
造
し
た
山
城
で
あ
る
と
な
れ
ば
、
新
羅
が
高
句
麗
や

百
済
の
間
を
割
っ
て
入
り
、
こ
の
地
域
に
進
出
し
そ
の
地
を
確
保
し
た
の
は
、

文
献
史
料
に
従
え
ば
、
五
五
二
年
以
後
と
な
る
の
で
、
木
簡
に
記
さ
れ
た

「戊

辰
年
」
は
、
必
然
的
に
こ
れ
以
降
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
た
、
「戊
辰
年
」
の
下
限
の
設
定
に
つ
い
て
も
、
木
簡
の
二
行
日
に
記
さ

れ
た
地
方
官
と
し
て
の

「道
使
」
が
新
羅
に
実
在
し
た
の
は
統

一
期
以
前
で
あ

る
の
で
、
「戊
辰
年
」
の
下
限
は
六
七
〇
年
代
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、、
五
五

二
年
か
ら
六
七
〇
年
代
の
間
で

「戊
辰
年
」
に
該
当
す
る
の
は
、
六
〇
八
年
と

六
六
八
年
を
お
い
て
他
に
な
い
。

ま
た
二
行
日
の

「道
使
」
の
す
ぐ
あ
と
に
記
さ
れ
た

「村
主
」
と
は
、
新
羅
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図12 二聖山城木簡 く四次調査〉実測図
(『二聖山城 〈四次発掘調査報告書〉』 より)

二聖山城二次貯水池出上の木簡 (四次調査)一覧

③

④

Ｂ

田

□
③

②

①
　

　

　

⑤
⑥

ミヽ 卜ヽ

代ヾ ‖
｀

|↓ ド`ヽ 1
1  1

|

■ 、

引
Ｈ
燃
は
Ｆ
戸
磁
騨
い
Ｒ
＼
誕
倫
町
障
ド
に
深

出土地
大きさ

形状 備考

長 さ 幅 厚 さ

1 東南側底都泥土層 91 15 二等分 部分破損 短票壷内

2 一部欠失 墨書  ″

3 15 一部欠失

4 1.4 二等分に破損

5 71 1.5 墨書  ″

6 南 西 側 泥 土 層 一部欠失

7 1,7 一部欠失

8 南 西 側 底 部 34 8 四部分に破損 下部欠失

9 北堤 U字 形遺構 12 5 下部破損 3ヶ所に円形の子し

(『二聖山城 〈四次発掘調査報告書〉』より作成)
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⑤

木簡⑤・② (部分)

図13 二聖山城木簡 〈第四次発掘調査〉
(『二聖山城 〈四次発掘調査報告書〉』より)
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が
六
世
紀
以
降
、
地
方

へ
政
治
支
配
を
及
ぼ
す
過
程
で
、
在
地
首
長
に
与
え
た

職
位
で
あ

っ
て
、
す
で
に
こ
の
時
代
の
金
石
文
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
道
使
と
と
も
に
、
三
国
時
代
の
新
羅

に
お
け
る
地
方
統
治
の
実
務
を
担
当
す
る
要
の
存
在
で
あ

っ
た
。
三
国
時
代
に

お
い
て
、
新
羅
は
中
央
か
ら
道
使
を
派
遣
し
、
在
地
の
村
主
と
の
協
働
に
よ
っ

て
地
方
支
配
を
行

っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
点
か
ら
も
木
簡
は
統

一
期

以
前
の
動
向
を
伝
え
て
い
る
と
み
て
ま
ち
が
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
木
簡
に
は
、
そ
の
よ
う
な
道
使
と
村
主
が
併
記
さ
れ
、
両
者
の

活
動
に
深
く
関
わ

っ
た
地
名
と
し
て
、
二
箇
所
に
わ
た

っ
て

「南
漠
城
」
と
い

う
地
名
が
み
え
て
い
る
。
「南
漢
城
」
と
は
、
二
聖
山
城
の
後
方
約
五
臨
に
位

置
す
る
南
漢
山
城
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
、
六
世
紀
後
半
に
お
い
て
、
新
羅
は
こ

（３２
）

こ
に

一
大
軍
事
拠
点
を
置
い
て
い
た
。

『
三
国
史
記
』
に
し
た
が
え
ば
、
こ
の
拠
点
は
、
漢
山
停
と
称
さ
れ
て
お
り
、

（３３
）

新
羅
で
は

「停
」
と
は
、
軍
営
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
停
が
単
な

る
軍
営
で
は
な
い
の
は
、
そ
れ
が
し
ば
し
ば

「州
」
と
い
う
最
高
行
政
単
位
と

互
換
的
に
も
ち
い
ら
れ
て
い
た
点
に
も
み
て
と
れ
る
。
要
す
る
に
こ
の
当
時
の

新
羅
に
お
け
る
地
方
支
配
の
中
心
的
拠
点
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
続
¨

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二
聖
山
城
は
半
円
状
に
流
れ
る
漢
江
を

一
望
に
し

う
る
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
立
地
条
件
か
ら
す
る
と
、
二
聖
山

城
は
漠
江
以
北
に
位
置
す
る
高
句
麗
の
攻
撃
に
備
え
た
、
漠
山
停
の
前
進
基
地

と
し
て
重
要
な
戦
略
的
要
地
の
役
割
を
は
た
し
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

４
　
戊
辰
年
木
簡
の
解
釈

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
に
基
づ
き
つ
つ
、
戊
辰
年
木
簡
の
解
釈
を
試
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
留
意
す
べ
き
は
、
「南
漢
城
」
の
こ

と
を
明
記
し
た
木
簡
が
、
こ
の
隣
接
す
る
軍
事
施
設
で
あ
る
三
聖
山
城
で
発
見

さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
戊
辰
年
木
簡
は
二
聖
山
城
と
五
臨
離

れ
た
南
漠
城
と
の
間
で
用
い
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の

発
信
地
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
南
漢
城
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
も
そ
も
、
戊
辰
年
木
簡
の
よ
う
な
形
態
を
し
た

「飢
」
は
、
古
代
中
国
に

お
い
て
は
、
檄
書

（軍
書
、
軍
の
命
令
）
が
多
く
、
簡
便
な
効
用
を
生
か
し
た

と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
は
二
聖
山
城
と
南
漢
城
の
位
置
関
係
か
ら
す

る
と
、
き
わ
め
て
自
然
に
理
解
で
き
よ
う
。

そ
こ
で
具
体
的
に
、
戊
辰
年
木
簡
の

一
行
か
ら
二
行
目
に
か
け
て
解
読
し
て

み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
「戊
辰
年
正
月
十
二
日
」
は
、
格
別
の
問
題
は
な
い
。
そ
れ
に
続
く
、

「朋
」
字
で
あ
る
が
、
普
通
こ
の
字
は
、
「友
」
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
で
は

前
後
の
関
係
か
ら
意
味
を
な
さ
な
い
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く

「明
」
と
読
む
べ
き

（３６
）

で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
木
簡
の
冒
頭
は
年
月
日
が
き
て
お
り

中
国
の
木
簡
な
ど
の
例
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
さ
ら
に
時
刻
を
特
定
す
る
語

が
続
く
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
を

「
明
」
の
異
体
字
と
み
な
す
と
、
中
国
古
代
の
時
刻
の
名

称
に
、
「晨
明
」
、
「鵬
明
」
「旦
明
」
と
い
っ
た

「明
」
字
を
と
も
な
う
語
句
が



あ
り
、
そ
れ
ら
は
明
け
方
の
時
刻
を
示
し
て
い
る
の
で
、
木
簡
の
冒
頭
は
、

「戊
辰
年
の
正
月
十
二
日
の
明
け
方
に
」
と
解
釈
で
き
る
。
南
漢
城
と
二
聖
山

城
と
の
距
離
が
五
ｋｍ
程
度
で
あ
れ
ば
、
そ
の
日
の
い
つ
頃
に
発
信
さ
れ
た
か
を

明
記
す
る
必
要
が
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

そ
う
し
た
日
時
の
後
に

「南
漢
城
道
使
」
と
続
く
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
戊

辰
年
木
簡
が
南
漠
城
と
二
聖
山
城
と
の
間
で
用
い
ら
れ
て
い
た
と
の
見
通
し
を

示
し
た
が
、
そ
う
す
る
と
、
必
然
的
に
、
「南
漢
城
の
道
使
」
と
は
、
こ
の
木

簡
の
発
信
者
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
発
信
者
に
続
い
て
宛
先

（受
信
者
）
が
書
か
れ
た
と

み
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。　
一
行
日
の
下
部
を
欠
失
し
て
い
る
の
で
、
元
来
さ

ら
に
何
字
か
あ

っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
す
ぐ
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、

二
行
日
の

「須
城
」
あ
る
い
は

「□
須
城
」
の
道
使

・
村
主
は
、
木
簡
の
受
信

者
、
つ
ま
り
宛
名
の
部
分
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
術
¨

以
上
の
よ
う
に
、
木
簡
の
冒
頭
に
、
日
時
に
続
い
て
発
信
者
、
受
信
者
が
記

さ
れ
て
い
る
と
推
測
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
推
論
の
根
拠
は
、
二
行
日
の

「村

主
」
の
次
に
書
か
れ
た

「
前
」
字
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
現
在
の
韓
国
に
お
け
る

用
字
法
に
も
、
「誰
そ
れ
宛
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
こ

う
し
た
現
代
の
用
法
が

一
体
、
歴
史
的
に
ど
の
時
代
に
ま
で
遡
れ
る
の
と
か
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
今
日
ま
で
に
確
認
で
き
る

「前
」
字
の
こ
う
し
た
用
例

で
最
古
の
も
の
と
し
て
は
、

「寺
所
報
尚
書
戸
部
乙
丑
五
月
日
牒
前
」
３
通
度
寺
回
長
生
石
記
』
８
駅
年
）

〔
訳
〕
（通
度
）
寺
が
乙
丑
五
月
某
日
、
尚
書
戸
部
に
報
告
せ
る
牒
文
宛

と
い
っ
た

一
一
世
紀
の
事
例
が
知
ら
れ
て
い
孤
呼

さ
ら
に
、
こ
れ
に
類
す
る

「前
」
の
用
例
は
、
中
国
や
日
本
で
は
か
な
り
古

く
に
遡
る
こ
と
が
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
藤
原
宮

木
簡
に
み
ら
れ
る

「来
の
前
に
申
す
」
と
い
う
形
式
の
文
体
は
、
中
国
の
六
朝

時
代
頃
の
文
書
形
式
の
影
響
を
う
け
て
い
る
と
い
掬
呼

要
す
る
に

「戊
辰
年
」
木
簡
に
み
ら
れ
る

「前
」
字
は
、
こ
れ
ら
と
軌
を

一

に
す
る
用
例
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、　
一
行
日
か
ら

二
行
目
に
か
け
て
は
、
「南
漢
城
道
使
が

（□
）
須
城
の
道
使
と
村
主
に
宛
て

る
」
と
い
っ
た
内
容
が
記
さ
れ
、
そ
れ
以
下
に
具
体
的
に
伝
達
す
べ
き
内
容
が

書
か
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

構
文
上
、
「前
」
字
の
位
置
に
つ
い
て
は
異
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

新
羅
時
代
の
金
石
文
に
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
誓
記
体
で
書
か
れ

た
と
み
れ
ば
、
全
く
問
題
は
な
い
。
東
野
治
之
氏
は
、
「前
」
に
つ
い
て
の
同

種
の
事
例
を
検
討
し
た
際
に
、
非
漢
文
的
な
構
文
の
由
来
に
言
及
し
、
そ
れ
を

単
に

「和
風
」
に
求
め
る
の
で
な
く
、
古
代
中
国
に
起
源
し
、
「百
済
な
ど
」

を
媒
介
に
し
て
受
容
さ
れ
た
経
緯
を
推
測
し
て
い
る
満
）
戊
辰
年
木
簡
は
、
こ

の
よ
う
な
伝
播
の
過
程
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

５
　
木
簡
の
伝
達
内
容
と
年
代
の
特
定

こ
の
よ
う
に
戊
辰
年
木
簡
を
解
読
す
る
と
、
年
月
日
、
発
信
者
、
受
信
者
の

次
に
は
具
体
的
な
伝
達
す
べ
き
内
容
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
二
行



韓国出上の木簡について

目
末
か
ら
三
行
日
に
か
け
て
は
、
ほ
と
ん
ど
釈
読
が
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、

木
簡
を
実
見
し
た
際
の
印
象
か
ら
す
る
と
、
報
告
書
の
釈
文
で
は
不
明
と
し
て

い
る
箇
所
は
、
前
に
掲
げ
た
釈
文
の
と
お
り
、
「南
漠
城
」
の
後
に
、
「城
」
と

「火
」
の
二
字
が
読
め
そ
う
に
思
わ
れ
た
。

そ
こ
で
、
今
こ
れ
に
基
づ
い
て
解
釈
を
試
み
る
と
、
「
城
火
」
と
は
、
ま
ず

も

っ
て
狼
煙
、
峰
魃
の
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
既
述
の
ご
と
く
二
聖
山
城
は
、

当
時
の
新
羅
の

一
大
軍
事
拠
点
で
あ

っ
た
南
漢
城
の
前

（北
）
方
に
あ

っ
て
、

前
進
基
地
的
な
位
置
に
あ

っ
た
。
木
簡
に
狼
煙
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
と
す

れ
ば
、
こ
の
木
簡
は
、
南
漢
城
と
二
聖
山
城
と
の
間
に
緊
密
な
交
信
が
な
さ
れ

て
い
た
事
実
を
物
語

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
な
う
か
ｏ
下
端
部
が
切
断
、
逸

失
し
て
し
ま

っ
て
お
り
、
さ
ら
に
三
面
目
の
釈
文
が
全
く
不
十
分
で
あ
る
た
め
、

こ
れ
以
上
の
解
釈
は
あ
き
ら
め
ざ
る
を
え
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
、
こ
の
よ
う

な
文
脈
で
戊
辰
年
木
簡
を
考
え
て
み
た
い
。

さ
ら
に
推
測
を
加
え
れ
ば
、
戊
辰
年
木
簡
は
、
新
羅
が
こ
の
地
方
で
軍
事
活

動
を
展
開
し
て
い
た
事
態
の

一
端
を
伝
え
る
と
み
ら
れ
、
こ
う
し
た
二
聖
山
城

と
南
漠
城
と
の
緊
密
な
交
信
が
な
さ
れ
た
逼
迫
し
た
状
況
こ
そ
が
、
「戊
辰
年
」

を
六
〇
八
年
か
六
六
八
年
か
を
決
定
す
る
決
め
手
に
な

っ
て
く
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
す
る
と
、
六
〇
八
年
と
六
六
八
年
の
ど
ち
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が

諸
史
料
に
照
ら
し
て
妥
当
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
ず
、
六
六
八
年
と
し
た

場
合
、
こ
の
年
に
唐
軍
が
高
旬
麗
の
王
都

・
平
壊
に
攻
め
込
み
、
こ
れ
に
よ
っ

て
高
句
麗
を
減
ぼ
し
た
事
態
が
前
提
と
な
る
。
新
羅
は
唐
の
軍
事
行
動
に
呼
応

し
て
、
国
王
を
は
じ
め
多
く
の
群
臣
が
慶
州
か
ら
出
陣
し

（六
月
）、
ソ
ウ
ル

地
方
の
漠
山
停
で
野
営
し
た

（七
月
）
後
、
北
上
し
て
高
句
麗
を
攻
撃
し
て
い

る

（口
一国
史
記
』
新
羅
本
紀
）。
し
た
が
っ
て
、
六
六
八
年
に
お
い
て
、
ソ
ウ
ル

地
方
に
軍
事
上
の
逼
迫
し
た
状
況
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
年
は
高
句
一麗
か
ら
の
直
接
的
な
攻
撃
を
う
け
る
と
い

う
状
況
で
は
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
唐
の
平
壊
攻
撃
に
呼
応
し
て
、
高
句
麗

を
挟
撃
す
る
た
め
に
、
新
羅
は
こ
の
地
方
に
進
軍
し
た
の
で
あ
っ
た
。
言
う
ま

で
も
な
く
、
こ
う
し
た
動
向
を
も
っ
て
六
六
八
年
の
可
能
性
を
否
定
す
る
だ
け

の
積
極
的
な
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
六
〇
八
年
と
し
た
場
合
、
こ
の
年
の
五
年
前
で
あ
る
六
〇

三
年
に
、
高
句
麗
が
北
漢
山
城
を
攻
撃
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る

（口
一

国
史
記
』
新
羅
本
紀
）。
し
か
も
、
そ
れ
が
単
な
る
高
句
麗
の
新
羅
攻
撃
に
と
ど

ま
る
も
の
で
は
な
く
、
倭
と
の
緊
密
な
連
携
の
も
と
に
な
さ
れ
た
軍
事
行
動
と

推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

『
日
本
書
紀
』
に
は
推
古
九
年

全
ハ
○
こ

に
、
倭
か
ら
高
句
麗
へ
使
者
が
赴
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
そ
の
後
も
引
き
続
き

新
羅
征
討
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
当
時
の
新
羅
に
と
っ
て
は
、

北
部
の
高
句
麗
を
常
に
警
戒
し
つ
つ
、
南
の
倭
に
も
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
厳
し
い
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
を
諸
史
料
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
の
で
あ

（狙
）
Ｚ
や
。七

世
紀
初
頭
の
新
羅
を
取
げ
ま
く
国
際
環
境
と
と
も
に
留
意
す
べ
き
は
、
新



羅
は
六
〇
四
年
七
月
に
、
そ
れ
ま
で
利
川

（南
漢
山
城
よ
り
南
方
六
・
五
ｋｍ
）
に

設
置
さ
れ
て
い
た
南
川
停
を
南
漢
山
城

へ
移
し
、
こ
れ
を
漢
山
停
と
し
た
と
い

う
事
実
で
あ
る
。
急
変
し
た
情
勢
に
対
処
す
べ
く
辺
境
の
軍
事
的
要
衝
を
移
動

さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
こ
の
頃
の
ソ
ウ
ル
地
方
に
は
移
動
間
も
な
い
漠
山
停
を
守
る
た

め
に
、
周
辺
の
山
城
と
緊
密
な
連
絡
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
状
況
を
、
内
外
の

情
勢
か
ら
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
に
あ

っ
て
、
倭
の
力
を
も

得
て
勢
い
を
増
し
て
き
た
高
句
麗
と
の
厳
し
い
軍
事
的
対
立
は
、
南
漢
城

（漠

山
停
）
を
防
御
す
る
上
で
、
二
聖
山
城
の
重
要
性
を
い
っ
そ
う
高
め
た
に
ち
が

い
な
い
。

六
〇
八
年
と
六
六
八
年
の
い
ず
れ
に
も
決
定
的
な
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
上
述
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
を
重
視
し
て
、
「戊
辰
年
」
は
、
六
〇
人

年
の
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

第
三
次
報
告
書
で
は
、
私
見
と
は
異
な
る
根
拠
を
も

っ
て
戊
辰
年
を
六
〇
八

年
に
推
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
朱
甫
賊
氏
は
、
そ
の
根
拠
に
疑
問
を
呈

し
、
六
六
八
年
の
可
能
性
を
排
除
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
続
．
さ

ら
に
、
積
極
的
に
戊
辰
年
を
六
六
八
年
に
比
定
す
べ
き
で
あ
る
と
の
議
論
も
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
議
論
を
取
り
上
げ
る
余
裕
が
な
い
が
、
先
に
述
べ

た
理
由
に
よ
り
、
あ
ら
た
め
て
六
〇
八
年
説
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

以
上
は
、
推
測
に
推
測
を
重
ね
た
試
論
に
す
ぎ
な
い
。
戊
辰
年
木
簡
は
勿
論

の
こ
と
、
二
聖
山
城
木
簡
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
研
究
は
、
い
ま
だ
に
な
さ
れ

て
い
る
と
は
い
い
が
た
く
、
今
後
の
検
討
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
戊
辰
年
木
簡
に
よ
っ
て
、
六
世
紀
後
半
よ
り
漢
江
下

流
域
に
展
開
さ
れ
た
新
羅
の
軍
事
活
動
の
一
端
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
だ
け
は
、

ま
ち
が
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

何
よ
り
も
、　
一
つ
の
木
簡
の
発
見
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
聖
山
城
が
百
済
の
初

期
都
城
で
は
な
く
、
新
羅
の
軍
事
防
衛
上
の
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
が
裏
づ
け
ら

れ
、
そ
こ
で
は
新
羅
の
地
方
支
配
機
構
に
関
わ
る
道
使
、
村
主
が
活
動
し
て
い

た
こ
と
な
ど
が
解
明
さ
れ
た
意
義
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、　
一
九
七
五
年
の
最
初
の
発
見
以
来
、
韓
回

出
土
の
木
簡
は
約

一
二
〇
点
に
と
ど
ま
る
。
韓
国
の
木
簡
研
究
も
緒
に
つ
い
た

ば
か
り
で
あ
り
、
そ
の
関
心
は
必
ず
し
も
高
い
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
本
稿
で
も
重
ね
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
木
簡
は
、
在
来
の
文
献

史
料
で
は
知
り
え
な
い
、
全
く
新
た
な
諸
事
実
に
光
を
投
げ
が
け
る
も
の
と
し

て
、
そ
の
意
義
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
木
簡
が
伝
え
る
同
時
代
の
豊

か
で
生
々
し
い
情
報
は
、
関
係
史
料
の
零
細
な
朝
鮮
古
代
史
研
究
の
今
後
に
、

多
く
の
成
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

去
る
第

一
人
回
木
簡
学
会
に
お
け
る
研
究
報
告
に
対
し
て
、
日
本
出
上
の
木

簡
と
の
類
似
性
に
つ
い
て
多
く
の
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。
実
際
に
、
本
簡
の



韓国出上の木簡について

形
態
や
書
体
に
即
し
て
、
古
代
朝
鮮
と
古
代
日
本
の
木
簡
と
の
間
の
具
体
的
な

共
通
性
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
議
論
が
な
さ
れ
た
。
本
稿
で
も
言

及
し
た
よ
う
に
、
韓
国
出
土
の
本
簡
は
、
日
本
出
土
の
木
簡
の
み
な
ら
ず
、
中

国
出
上
の
木
簡
と
の
関
連
性
が
み
ら
れ
る
な
ど
、
両
地
域
の
木
簡
を
媒
介
す
る

性
格
が
あ
り
、
こ
の
点
は
軽
視
で
き
な
い
。
当
日
の
質
疑
の
内
容
を
十
分
に
反

映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
が
、
残
さ
れ
た
未
消
化
の
問
題
に
つ
い
て
他

日
を
期
し
た
い
。

お
そ
ら
く
は
日
本
に
お
け
る

一
九
六
〇
年
代
以
降
の
出
土
例
を
参
照
す
れ
ば
、

今
後
は
ま
ち
が
い
な
く
韓
国
で
の
木
簡
の
出
土
は
急
増
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

の
み
な
ら
ず
膨
大
な
蓄
積
の
あ
る
日
本
列
島
出
土
の
木
簡
と
の
比
較
研
究
が
進

展
す
れ
ば
、
す
で
に
出
土
し
て
い
る
木
簡
か
ら
も
、
こ
れ
ま
で
気
づ
か
れ
な
か

っ
た
新
た
な
事
実
が
解
明
さ
れ
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。

本
稿
は
、
田
中
俊
明
氏
と
と
も
に
お
こ
な

っ
た
第

一
人
回
木
簡
学
会
研
究
集

会
に
お
け
る
報
告
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
拙
稿
と
重
複

す
る
部
分
が
少
な
く
な
い
が
、
基
礎
的
な
デ
ー
タ
を
補
正
し
、
現
時
点
で
の
成

果
を
加
え
て
報
告
す
る
こ
と
に
も
意
味
が
あ
る
と
考
え
、
あ
え
て
こ
の
よ
う
な

か
た
ち
で
発
表
す
る
こ
と
に
し
た
。

本
稿
を
ま
と
め
る
に
際
し
て
、
現
地
に
お
け
る
調
査
に
快
く
ご
協
力
下
さ
っ

た
朴
有
盛

（釜
山
市
立
博
物
館
）
。
河
仁
秀

。
菫
真
淑
、
金
善
泰

（昌
原
文
化
財
研

究
所
）
。
李
柱
憲
、
申
昌
秀

（慶
州
文
化
財
研
究
所
）
、
安
在
略

（東
国
大
学
校
慶
州

キ
ャ
ン
パ
ス
博
物
館
）、
李
建
上

（慶
州
博
物
館
▼

孫
明
助
の
諸
先
生
に
感
謝
の

意
を
表
し
た
い
。
さ
ら
に
、
平
川
南
氏
に
は
、
懇
篤
な
ご
教
示
を
頂
い
た
。
新

た
な
事
実
の
解
釈
は
、
そ
の
多
く
を
平
川
氏
の
ご
教
示
に
負
っ
て
い
る
。
ま
た

鈴
木
靖
民
、
酒
寄
雅
志
、
舘
野
和
己
、
田
中
俊
明
、
平
野
卓
治
、
犬
飼
隆
、
中

山
清
隆
の
各
氏
か
ら
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
の
提
供
を
頂
い
た
。
あ
ら
た
め
て

感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

↑ 註
（
２

）
九
八
八
年
）。

（
３
）

高
敬
姫

『新
羅
月
池
出
土
在
銘
遺
物
に
対
す
る
銘
文
研
究
』
（東
亜
大
学
校
大

学
院
史
学
科
、　
一
九
九
三
年
碩
士
学
位
論
文
、
釜
山
）
。

（
４
）

忠
南
大
学
校
博
物
館

『扶
餘
官
司
北
里
百
済
遣
蹟
発
掘
報
告
Ｉ
』
（忠
南
大
学

校
博
物
館
、
大
田
市
、　
一
九
八
五
年

一
二
月
）
。

（
５
）

趙
由
典
ほ
か

『月
城
亥
字
試
掘
調
査
報
告
書
』
（文
化
財
研
究
所
慶
州
古
蹟
発

掘
調
査
団
、
慶
州
、　
一
九
八
五
年
九
月
）
。

（
６
）

趙
由
典
ほ
か

『月
城
亥
字
試
掘
調
査
報
告
書
』
（文
化
財
研
究
所
慶
州
古
蹟
発

掘
調
査
団
、
慶
州
、　
一
九
八
五
年
九
月
）
。

（
７
）

趙
由
典

。
南
時
鎮

『月
城
亥
字
調
査
報
告
書
Ｉ
』
（慶
州
古
蹟
発
掘
調
査
団
、

慶
州
、　
一
九
九
〇
年
二
月
）
。

（
８
）

金
昌
鏑

「新
羅
王
京
研
究
」
『新
羅
文
化
祭
学
術
発
表
会
論
文
集
』
全

六
、
慶

州
、　
一
九
九
五
年
）。

（
９
）

金
乗
模

・
沈
光
注

『
二
聖
山
城

〈三
次
発
掘
報
告
書
こ

（漢
陽
大
学
校
博
物
館
、

京
畿
道
、　
一
九
九

一
年
二
月
）
。

（
１０
）

金
乗
模

・
金
蛾
官

『
二
聖
山
城

〈
四
次
発
掘
報
告
書
と

（漢
陽
大
学
校
博
物
館
、

韓
国
文
化
財
研
究
所

。
慶
州
古
蹟
発
掘
調
査
団

『雁
鴨
池
発
掘
調
査
報
告
書

（本
文
編

・
図
版
編
産

（文
化
財
管
理
局
、
ソ
ウ
ル
、　
一
九
七
八
年

一
二
月
）
。

東
潮

・
田
中
俊
明

『韓
国
の
古
代
遺
跡
　
１
』
（新
羅
篤
、
中
央
公
論
社
、　
一



河
南
市
、　
一
九
九
二
年
四
月
）
。

（
１１
）

文
化
財
管
理
局
文
化
財
研
究
所

『文
化
財
研
究
所
二
十
年
史
』
（
ソ
ウ
ル
、　
一

九
九
五
年
）
、
昌
原
文
化
財
研
究
所

『年
報
』
全

、
昌
原
市
、　
一
九
九
六
年
二

月
）
。

（
‐２
）
　

『特
別
展
　
遺
物
に
刻
ま
れ
た
古
代
文
字
』
（釜
山
広
域
市
立
博
物
館
福
泉
分

館
、
釜
山
、　
一
九
九
七
年

一
月
）
。

（
・３
）
　

「椋
」
に
つ
い
て
は
、
稲
葉
君
山

『釈
椋
』
（大
阪
屋
書
店
、
京
城
、　
一
九
三

六
年

一
一
月
）
、
鬼
頭
清
明

「
日
本
の
律
令
官
制
の
成
立
と
百
済
の
官
制
」
（弥
永

貞
三
先
生
還
暦
記
念
会
編

『
日
本
古
代
の
社
会
と
経
済
』
上
、
吉
川
弘
文
館
、　
一

九
七
八
年
五
月
）
参
照
。

（
・４
）
　

『現
場
説
明
会
資
料
　
皇
南
洞
三
七
六
遺
跡
』
（東
国
大
学
校
慶
州
キ
ャ
ン
パ

ス
博
物
館
、
慶
州
、　
一
九
九
四
年
五
月
二
六
日
）
。

（
・５
）

獲
孟
植

・
金
容
民

「扶
余
宮
南
池
内
部
発
掘
調
査
概
報
―
百
済
木
簡
出
上
の
意

義
と
成
果
」
３
韓
国
上
古
史
学
報
』
二
〇
、
ソ
ウ
ル
、　
一
九
九
二
年

一
一
月
）
。

（
・６
）

韓
国
文
化
財
研
究
所

・
慶
州
古
蹟
発
掘
調
査
団

『雁
鴨
池
発
掘
調
査
報
告
書

（本
文
編

。
図
版
編
産

（前
掲
書
）
。

（
・７
）

韓
妬
三

「雁
鳴
池
」
３
韓
国
古
代
文
化
展
』
中
日
新
聞
社
、　
一
九
人
三
年
）
。

（
・８
）

李
基
東

「雁
鴨
池
か
ら
出
土
し
た
新
羅
木
簡
に
つ
い
て
」
翁
慶
北
史
学
』

一
、

大
郎
、　
一
九
七
九
年
、
日
本
語
訳

『國
學
院
雑
誌
』
八
三
十
六
、　
一
九
八
二
年
六

月
）
。

（
‐９
）

高
敬
姫

『新
羅
月
池
出
土
在
銘
遺
物
に
対
す
る
銘
文
研
究
』
（前
掲
）
は
、
新

た
に
左
記
の
二
点
の
木
簡
の
釈
読
を
加
え
る
と
共
に
、
三

一
点
の
木
簡
に
つ
い
て

も
報
告
書
と
は
異
な
る
独
自
の
釈
文
を
掲
載
し
て
い
る
。

「奉
　
太
子
君
」

「
甲
辰
年
三
月
三
日
右
□
立
成
」

（
２０
）

李
基
東

「雁
鴨
池
か
ら
出
土
し
た
新
羅
木
簡
に
つ
い
て
」
（前
掲
誌
）
。

（
２．
）

李
基
東

「羅
末
麗
初
近
侍
機
構
と
文
輸
機
構
の
拡
張
」
Ｓ
新
羅
骨
品
制
社
会
と

花
郎
徒
』

一
潮
閣
、
ソ
ウ
ル
、　
一
九
八
〇
年

一
一
月
）
。

（
２２
）

韓
妬
三

「雁
鳴
池
」
（前
掲
書
）
、
高
敬
姫

『新
羅
月
池
出
土
在
銘
遺
物
に
対
す

る
銘
文
研
究
』
（前
掲
）
。

（
２３
）

鈴
木
靖
民

「正
倉
院
佐
波
理
加
盤
附
属
文
書
の
解
読
」
３
古
代
対
外
関
係
史
の

研
究
』
吉
川
琺
文
館
、　
一
九
八
五
年

一
二
月
）
。

（
２４
）

報
告
書
の
釈
文
は

「□
公
□
□
歳
十
三
ヰ
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
木
簡
を
実
見

し
た
際
の
観
察
に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
た
。

（
２５
）

季
基
東

「羅
末
麗
初
近
侍
機
構
と
文
輸
機
構
の
拡
張
」
（前
掲
書
）
。

（
２６
）

季
成
市

「蔚
珍
鳳
坪
新
羅
碑
の
基
礎
的
研
究
」
３
史
学
雑
誌
』
九
八
十
六
、　
一

九
八
九
年
六
月
）
、
木
村
誠

「朝
鮮
に
お
け
る
古
代
国
家
形
成
」
（田
村
晃

一
・
鈴

木
靖
民
編

『新
版
古
代
の
日
本
』
二
、　
一
九
九
二
年
五
月
）
。

（
２７
）

平
川
南
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
な
お
検
に
つ
い
て
は
、
大
庭
脩

『木
簡
』
（学

生
社
、　
一
九
七
九
年
三
月
）
二
七
―
三
〇
頁
参
照
。

（
２８
）

平
川
南

「古
代
に
お
け
る
人
名
の
表
記
―
最
新
の
木
簡
か
ら
発
し
て
」
３
国
史

学
』

一
六

一
、　
一
九
九
六
年

一
二
月
）
。

（
２９
）
　

「盗
」
字
に
つ
い
て
は
、
大
飼
隆

「
『文
字
言
語
』
の
研
究
課
題
」
令
神
戸
大

学
教
育
学
部
研
究
集
録
』
八
七
、　
一
九
九

一
年

一
〇
月
）
参
照
。

（
３０
）

犬
飼
隆

「『文
字
言
語
』
の
研
究
課
題
」
（前
掲
誌
）。

（
３．
）

金
乗
模

・
沈
光
注

『
二
聖
山
城

〈
三
次
発
掘
報
告
書
産

（前
掲
書
）
。

（
３２
）

李
丙
壽

「
（伝
）
北
漢
山
州
の
置
廃
問
題
」
令
韓
国
古
代
史
研
究
』
学
生
社
、

一
九
八
〇
年

一
二
月
）
。

（
３３
）

末
松
保
和

「新
羅
嵯
停
考
」
Ｓ
新
羅
史
の
諸
問
題
』
東
洋
文
庫
、　
一
九
五
四
年

一
一
月
）
。

（
３４
）

李
成
市

「新
羅
六
停
の
再
検
討
」
令
朝
鮮
学
報
』
九
二
、　
一
九
七
九
年
七
月
）
。

（
３５
）

大
庭
脩

『木
簡
学
入
門
』
（講
談
社
、　
一
九
人
四
年
八
月
）
。

（
３６
）

平
川
南
氏
の
ご
教
示
に
よ
っ
て
、
正
倉
院
文
書
の
な
か
に

「明
」
を

「朋
」
と

記
す
用
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
『正
倉
院
文
書
拾
遺
』
（国
立
歴
史
民
俗



韓団出上の木簡について

博
物
館
、　
下
九
九
二
年
三
月
）
二
一
頁
参
照
‐。

（３７
）

改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
戊
辰
年
木
簡
が
使
用
さ
れ
て
他
の
地
域
に

移
動
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
今
日
、
二
窒
山
城
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
の
城
は
、

新
羅
時
代
に
は
、
須
城
あ
る
い
は
回
須
城
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（３８
）

鮎
貝
房
之
進

『雑
孜
　
俗
字
孜

・
俗
文
孜

。
借
字
孜
』
（国
書
刊
行
会
、　
一
九

七
二
年

一
一
月
）
五
七
七
１
五
七
九
買
。

（働
）

東
野
治
之

「木
衛
に
現
れ
た

「某
の
前
に
申
す
』
と
い
う
形
式
の
文
書
に
つ
い

て
」
３
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
』
塙
書
房
、　
一
九
八
三
年
三
月
）。

（４０
）

東
野
治
之

「木
簡
に
現
れ
た

『某
の
前
に
申
す
』
と
い
う
形
式
の
文
書
に
つ
い

て
」
（前
掲
書
）。

（
狙
）

こ
の
当
時
の
東
ア
ジ
ア
情
勢
に
つ
い
て
は
、
李
成
市

「高
句
罷
と
Ｅ
隋
外
企

名
思
想
』
七
九
五
、　
一
九
九
〇
年
九
月
）
参
照
。

（４２
）

朱
甫
欧

「二
聖
山
城
出
土
の
木
簡
と
道
使
」
寄
慶
北
史
学
』
一
四
、
ツ
ウ
ル
、

一
九
九

一
年
入
月
）。
た
だ
し
、
朱
甫
政
氏
も
と
た
両
者
の
い
ず
れ
か
を
と
る
と

す
れ
ば
、
六
〇
八
年
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
・。
こ
の
ほ
か
に
、

李
道
学

「二
聖
山
城
出
土
木
簡
の
検
討
」
３
韓
国
上
古
史
学
報
』

一
二
、
ソ
ウ
ル
ヽ

一
九
九
三
年
一
月
）
も
ま
た
六
〇
八
年
説
を
と
る
。

（４３
・）

・金
昌
続

「二
聖
山
城
出
上
の
木
簡
年
代
間
懸
」
３
韓
国
上
古
史
学
報
』
一
二
、

ン
ウ
ル
、
一
九
九
二
年
八
月
）。




